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（
論　

文
）

〈
要
　
約
〉

　

本
論
で
は
、寺
院
経
営
史
研
究
の
立
場
か
ら
、近
世
武
蔵
国
に
展
開
す
る
新
義
真
言
宗
寺
院
に
関
し
、埼
玉
県
立
文
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
「
明
星
院
文
書
」

を
利
用
し
て
、
そ
の
無
住
化
過
程
の
把
握
と
要
因
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
た
。
近
世
中
期
の
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
年
時
点
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
現
住

で
あ
っ
た
明
星
院
配
下
の
寺
院
は
、
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
に
は
、
現
住
率
が
六
割
強
に
ま
で
低
下
し
、
以
後
史
料
上
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
明
治
三

（
一
八
七
〇
）
年
ま
で
、
寺
院
の
無
住
化
が
常
態
化
す
る
。
本
論
で
は
こ
う
し
た
現
象
に
つ
い
て
、
寺
檀
制
度
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
こ
の
時
代
の
寺

院
を
「
葬
祭
寺
院
」
と
「
祈
禱
寺
院
」
に
分
け
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
寺
院
に
無
住
化
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
「
祈
禱
寺
院
」
に
そ
う
し
た
現
象

が
顕
在
化
す
る
こ
と
を
析
出
し
た
。
併
せ
て
寺
院
の
無
住
化
が
表
出
す
る
背
景
と
し
て
、
先
住
が
つ
く
っ
た
「
寺
附
」
の
借
財
を
後
住
が
清
算
す
る
こ
と
を
求
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
に
も
後
住
が
金
銭
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
た
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
住

持
の
円
滑
な
再
生
産
が
阻
害
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

新
義
真
言
宗　

寺
格　

無
住
化　

後
住　
「
寺
附
」
の
借
財

田
　
中
　
洋
　
平

近
世
武
蔵
国
に
お
け
る
新
義
真
言
宗
寺
院
の
無
住
化



― 109 ―

研
究
論
集
第
２
号
（2017
.3

）

二

一
　
は
じ
め
に

　

近
世
に
お
け
る
寺
院
経
営
の
有
り
様
を
分
析
の
俎
上
に
の
せ
る
と
き
、
住
持
の
止

住
状
態
は
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
る
。
堂
舎
の
立
て
替
え
な
ど
を
理
由
と
し
た
一
時
的
な

無
住
状
態

（
１
）に

な
る
事
例
を
除
き
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
無
住
状
態
が
継
続
す
る
場
合
、

当
該
寺
院
の
経
営
に
何
ら
か
の
支
障
を
き
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
寺
院
の
無
住
化
状
態
が
如
何
に
表
出
し
て
く
る
の
か
、
と
い
う

視
点
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
寺
院
の
社
会
経
済
的
な
存
立
基
盤
を
明
ら

か
に
す
る
う
え
で
有
効
な
分
析
視
角
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
寺
院
の
無
住
化
と
は
、
後
住
の
な
り
手
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
同

意
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
寺
院
の
無
住
化
は
、
住
持
の
死
や
退
寺

に
際
し
て
、
後
住
の
決
定
に
支
障
が
出
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
院

経
営
を
主
体
的
に
進
め
て
い
く
住
持
は
、
後
住
の
再
生
産
過
程
が
円
滑
に
維
持
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
止
住
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に

何
ら
か
の
慢
性
的
な
支
障
が
生
じ
た
場
合
、
寺
院
の
無
住
化
が
そ
の
時
代
、
あ
る
い

は
そ
の
時
期
に
お
け
る
特
徴
的
な
現
象
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま

で
の
研
究
史
の
う
え
で
は
、
例
え
ば
朴
澤
直
秀
が
、
安
房
国
に
お
け
る
寺
院
の
無
住

化
現
象
に
関
し
て
の
詳
細
な
分
析
を
進
め
て
お
り
、
文
化
一
四
（
一
八
一
七
）
年
時

点
で
、「
こ
の
時
期
、
安
房
国
に
お
い
て
住
職
た
り
う
る
新
義
僧
が
全
寺
籍
の
六
割

以
下
程
度
し
か
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る（
２
）。

そ
れ
で
は
、

そ
う
し
た
後
住
の
な
り
手
が
不
足
す
る
原
因
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
朴
澤
も
前
記
に
引
用
し
た
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
の
考
察
を
進
め

て
い
る
が
、
朴
澤
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
こ
の
問
題
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
回
答
を
得

よ
う
と
す
る
の
が
、
本
論
の
目
的
と
な
る
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
武
蔵
国
に
お
け
る
新
義
真
言
宗

寺
院
の
田
舎
本
寺
で
あ
っ
た
明
星
院（
３
）の

史
料
群
を
利
用
し
、
同
院
の
配
下
に
あ
る
寺

院
に
つ
い
て
、
特
に
無
住
化
し
た
寺
院
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
論
述
を
進
め
て
い

く
。
そ
の
際
に
欠
か
せ
な
い
視
点
と
な
る
の
が
、
や
は
り
寺
檀
制
度
の
枠
組
み
で
あ

ろ
う
。
宗
判
や
葬
祭
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
が
制
度
的
に
求
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に

あ
っ
て
、
寺
院
の
無
住
化
は
、
そ
う
し
た
行
為
の
円
滑
な
執
行
を
阻
害
す
る
大
き
な

要
因
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
現
象
が
常
態
化
す
る
な
ら
ば
、
人
々

が
社
会
生
活
を
営
む
う
え
で
弊
害
を
も
た
ら
す
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、
制
度
的
側
面
か
ら
も
、
そ
う
し
た
事
態
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
作
用
が
、
政
治

的
・
行
政
的
側
面
か
ら
は
た
ら
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寺
院

の
無
住
化
が
こ
の
時
代
に
お
い
て
進
行
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
要
因
を
探

る
こ
と
が
近
世
史
研
究
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た

問
題
に
つ
い
て
そ
の
回
答
を
得
る
た
め
に
、
寺
檀
関
係
の
制
度
的
な
枠
組
み
を
念
頭

に
お
き
つ
つ
、
新
義
真
言
宗
に
お
け
る
寺
格
と
の
関
連
を
視
野
に
含
め
た
分
析
を
進

め
る
。

　

以
上
の
観
点
か
ら
、
本
論
で
は
、
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
新
義
真
言
宗

寺
院
の
無
住
化
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
こ
で
は
、
特
定
の

時
期
だ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
時
間
的
な
幅
を
も
た
せ
な
が
ら
そ
の
過
程
を
追
い
つ

つ
、
寺
檀
制
度
な
ら
び
に
そ
れ
に
照
応
す
る
寺
格
に
関
し
て
も
分
析
の
視
野
に
含
め
た

考
察
を
進
め
て
い
く
。
加
え
て
そ
う
し
た
実
態
が
顕
在
化
し
た
背
景
に
つ
い
て
も
、
後

住
に
か
か
る
手
続
き
上
の
問
題
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
一
因
を
提
示
す
る
。



― 108 ―

研
究
論
集
第
２
号
（2017

.3

）

三

し
て
い
る
場
合
に
は
住
持
名
、
寺
院
所
在
地
、
一
部
寺
院
の
檀
家
数（
８
）、

朱
印
地
・
除

地
・
年
貢
地
、
寺
格
な
ど
で
あ
り
、
明
星
院
配
下
寺
院
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
史
料

と
し
て
も
っ
と
も
時
代
を
遡
っ
て
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
史
料
１
と
し

て
、
そ
の
内
容
を
例
示
し
て
お
く
。

【
史
料
１
】

（
表
紙
）

「
武
州
會
田
明
星
院

　
　

本
末
御
改
帳

武
州
小
室
無
量
寺　

明
星
院
兼
帯
」

（
中
略
）

右
明
星
院
末
寺

　
　
　
　

地
頭
春
日
﹇
虫
損
﹈
三
郎

　
　
　
　
　
　
　

武
州
足
立
郡
内
宿
村

　
　
　
　
　
　

新
義
真
言
宗　

金
寳
山
地
蔵
寺 

東
光
院　

浄
月　

㊞

一　

御
除
地　

一
町
余　
　
　

一　

住
坊　
　

東
西
十
間　

南
北
八
間

一　

本　

尊　

地
蔵
菩
薩　
　

一　

境
内
鎮
守
一
社
五
尺
四
方　

氷
川
明
神

一　

開　

基　

法
印
道
鈍マ

マ
か

　
　

一　

門
徒
二
箇
寺　
　

内
一
箇
寺
無
住

一　

滅
罪
檀
那
三
十
軒　
　
　

一　

境
内
二
町
余　
　

御
除
地

（
後
略
）

　

こ
の
よ
う
に
、
右
記
の
「
本
末
帳
」
で
は
、
明
星
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
基
本

的
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
史
料
を
も
と
に
し
て
、
檀
家
数
が
記
さ
れ

た
寺
院
の
み
を
抽
出
し
、
表
化
し
た
の
が
次
の
表
１
で
あ
る（
９
）。

こ
の
表
１
を
確
認
す

る
と
、檀
家
数
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、明
星
院
を
除
く
と
一
六
ヶ
寺
の
み
で
あ
り
、

二
　
明
星
院
配
下
寺
院
の
無
住
化
過
程

二
│
一

　
明
星
院
配
下
寺
院
の
概
要

　

本
論
に
て
明
星
院
配
下
寺
院（
４
）の

具
体
的
な
経
営
実
態
の
分
析
を
進
め
る
前
に
、
本

節
で
は
ま
ず
、
同
院
な
ら
び
に
そ
の
配
下
寺
院
が
存
在
し
た
関
東
地
方
、
特
に
武
蔵

国
に
お
け
る
新
義
真
言
宗
寺
院
の
実
態
を
俯
瞰
し
て
お
き
た
い
。
村
田
安
穂
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
関
東
に
お
け
る
真
言
宗
寺
院
は
、
そ
の
数
に
お
い
て
他
宗
派
を
大
き
く

上
回
っ
て
お
り
、
明
星
院
が
存
在
す
る
武
蔵
国
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
で
あ
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る（
５
）。

特
に
現
在
の
埼
玉
県
域
に
限
定
す
る
と
、
真
言
宗

の
中
で
も
新
義
真
言
宗
寺
院
の
数
が
圧
倒
的
で
、
同
県
域
に
確
認
で
き
る
三
七
一
二

ヶ
寺
の
う
ち
一
七
六
四
ヶ
寺
、
割
合
に
し
て
四
七
・
五
％
を
同
派
が
占
め
て
い
る
。

比
較
第
二
位
の
曹
洞
宗
寺
院
数
が
六
三
二
ヶ
寺
、
割
合
に
し
て
一
七
・
〇
％
で
あ
る

こ
と
か
ら
も
、
新
義
真
言
宗
寺
院
の
数
的
優
勢
は
明
瞭
で
あ
る
。
た
だ
し
、
村
田
の

研
究
で
は
、『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
』
を
底
本
と
し
て
お
り
、
そ
の
経
営
実
態
、

あ
る
い
は
現
住
・
無
住
の
割
合
な
ど
、
当
該
期
に
お
け
る
寺
院
の
有
り
様
に
つ
い
て

詳
細
な
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
鑑
み
た
う
え
で
、
本
節
で

は
明
星
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
、そ
の
経
営
実
態
の
概
要
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

同
院
に
は
、
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
及
び
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
に
作
成
さ

れ
た
二
冊
の
「
本
末
帳
」
が
現
存
し
て
い
る
。
本
項
で
は
ま
ず
は
じ
め
に
、
寛
延
三

年
の
「
本
末
帳（
６
）」

か
ら
、
同
年
に
お
け
る
明
星
院
配
下
寺
院
の
実
態
を
把
握
し
て
い

く
。
こ
の
史
料
に
は
、
明
星
院
を
除
い
て
八
二
ヶ
寺
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う

ち
七
九
ヶ
寺
が
同
院
配
下
の
寺
院
で
あ
る（
７
）。

そ
の
内
容
は
、
寺
院
名
、
住
持
が
止
住
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か
つ
二
ヶ
寺
（
No.
９
醫
王
院
及
び
No. 

18
南
蔵
院
）
を
除
く
と
す
べ
て
滅
罪
檀
家
の
記

載
で
あ
る
。
檀
家
数
が
記
さ
れ
て
い
な
い
寺
院
に
つ
い
て
は
、
滅
罪
檀
家
を
有
し
て

い
な
く
と
も
祈
禱
檀
家
を
抱
え
て
い
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ

い
て
こ
の
史
料
で
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
史
料
に
登
場
す
る
檀
家
数
に
つ
い

て
は
、
実
数
で
は
な
く
概
数
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
お
お
よ
そ
の
傾
向
を
把
握
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
滅
罪
檀
家
に
つ
い
て
最
多
の
寺
院
は
二
〇
〇
軒
、
最
少

が
三
〇
軒
で
そ
れ
ぞ
れ
二
ヶ
寺
ず
つ
存
在
し
、
平
均
値
と
し
て
は
八
四
軒
程
度
と
な

っ
て
い
る
。
二
〇
〇
軒
の
滅
罪
檀
家
を
も
つ
二
ヶ
寺
を
除
い
て
、
こ
の
程
度
の
滅
罪

檀
家
の
み
で
寺
院
経
営
を
維
持
し
て
い
く
と
考
え
る
に
は
い
さ
さ
か
心
許
な
い
数
字

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
）
10
（

。
そ
こ
で
滅
罪
檀
家
を
も
つ
一
四
ヶ
寺
の
所
持
耕
地
に
目

を
転
じ
て
み
た
い
。
前
掲
史
料
１
で
例
示
し
た
東
光
院
の
事
例
で
は
、「
一　

境
内

二
町
余　

御
除
地
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
境
内
地
が
除
地
と
な
っ
て
い
る
が
、
表
１

で
は
こ
う
し
た
境
内
地
を
除
い
た
耕
地
の
み
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
確
認
す

る
と
、
こ
の
一
四
ヶ
寺
に
つ
い
て
は
、
二
ヶ
寺
を
除
い
た
一
二
ヶ
寺
に
つ
い
て
、
朱

印
地
、
除
地
、
あ
る
い
は
年
貢
地
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
寺
院
経
営
を
支

え
る
う
え
で
の
有
力
な
収
入
手
段
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
滅
罪
檀
家
を
有
し
て
い
な
い
寺
院
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で

檀
家
数
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
寺
院
の
み
を
抽
出
し
た
表
２
を
提
示
す
る
。
こ
れ
ら

六
三
ヶ
寺
に
つ
い
て
得
ら
れ
る
情
報
量
は
少
な
い
が
、
こ
こ
で
注
視
し
て
お
き
た
い

の
は
、
三
ヶ
寺
を
除
く
六
〇
ヶ
寺
に
つ
い
て
現
住
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
で

あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
は
、
寛
延
三
年
時
点
に
お
い
て
は
、
滅
罪
檀
家
を
有
し
て
い

な
く
て
も
、
住
持
の
止
住
に
は
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
い
う
結
論
を
導
き

出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
滅
罪
檀
家
が
な
く
と
も
寺
院

表１　寛延３（1750）年　明星院配下寺院の檀家数

寺院名 所在地
寺格 檀家 住持 所持耕地

備考
末寺 門徒・又門徒 滅罪 祈願 現住 無住 朱印地 除地 年貢地

1 明星院 足立郡倉田村 200 ○ 10石 10石 田舎本寺
2 東光院 足立郡内宿村 ○ 30 ○ １町歩 門徒２ヶ寺
3 護摩堂 埼玉郡尾ヶ崎村 ○ 80 ○ ３石 門徒12ヶ寺
4 大光寺 埼玉郡長宮村 ○ 100 ○ 10石 門徒４ヶ寺
5 一条院 埼玉郡三宮村 ○ 200 ○ 門徒19ヶ寺
6 正法院 足立郡中野村 ○ 200 ○ １町歩 門徒19ヶ寺
7 惣持院 足立郡辻村足 ○ 30 ○ ９石 門徒１ヶ寺
8 圓蔵院 足立郡中川村 ○ 50 ○ 門徒１ヶ寺
9 西福寺 埼玉郡平野村 ○ 70 ○ １石
10 醫王院 足立郡坂田村 ○ 50 ○ ９石 「息災檀那」
11 龍山院 足立郡上村 ○ 50 ○ ９石
12 西光寺 足立郡小針村 ○ 50 ○ ５反歩
13 星久院 埼玉郡駒崎村 ○ 60 ○ 10石
14 西蔵院 足立郡羽貫村 ○ 50 ○ １石 ３石
15 放光院 足立郡下上尾村 ○ 50 ○ １石
16 密蔵院 足立郡平塚村 ○ 50 ○
17 南蔵院 足立郡桶川町 ○ 100 ○ ４反歩 「息災檀那」

合　　計 15 2 17 0

（註）埼玉県立文書館寄託 明星院文書　文書番号139より作成
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五

経
営
を
成
り
立
た
せ
る
だ
け
の
祈
禱
檀
家
を
有
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
充
分
な
収
入

を
得
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
所
持
耕
地
か
ら
の
収
入
に
よ
っ
て
寺
院
経
営
が
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
金
融
な
ど
そ
れ
以
外
の
収
入
手
段
を
確
保
し
て
い
る

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

二
│
二
　
明
星
院
配
下
寺
院
の
無
住
化
と
寺
格

　

前
節
で
は
寛
延
三
年
の
「
本
末
御
改
帳
」
を
も
と
に
し
て
、
明
星
院
配
下
寺
院
の

寺
院
経
営
に
関
す
る
基
本
的
な
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
本
節
で
は
前
節
と
同

様
に
、
天
明
七
年
六
月
の
日
付
が
記
さ
れ
た
「
本
末
改
帳
）
11
（

」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
天
明
七
年
の
「
本
末
改
帳
」
で
は
、
同
年
時
点
に
お
け
る

明
星
院
配
下
寺
院
八
〇
ヶ
寺
の
所
在
地
、
現
住
・
無
住
の
別
、
な
ら
び
に
神
社
の
別

当
を
務
め
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
社
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
の
表

題
が
「
本
末
改
帳
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺

院
に
つ
い
て
そ
の
直
接
の
本
寺
が
記
さ
れ
て
お
り
、
併
せ
て
寺
格
に
つ
い
て
も
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
表
紙
に
は
朱
字
で
「
天
明
七
未
三
月
御
室
役
所
ゟ
別

当
社
役
等
書
出
候
様
御
触
ニ
付
、
差
出
候
（
後
略
）」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
御
室
役

所
」、
す
な
わ
ち
京
都
の
仁
和
寺
か
ら
の
指
示
）
12
（

で
こ
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
史
料
に
は
各
寺
院
の
檀
家
に
関
す
る
記
載
が
な
く
、
こ
の

点
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
基
本
的
な
記
載
内
容
は
、
寛
延
三
年
の
「
本
末
御

改
帳
」
と
類
似
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
史
料
引
用
を
重
複
さ
せ
ず
に
次
の
表
３

を
提
示
し
、
天
明
七
年
時
点
に
お
け
る
現
住
・
無
住
の
割
合
、
村
鎮
守
別
当
の
実
態

な
ど
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　

同
年
時
点
に
お
い
て
、
明
星
院
配
下
寺
院
の
う
ち
現
住
と
な
っ
て
い
る
の
が
五
一

ヶ
寺
、
無
住
と
な
っ
て
い
る
の
が
二
九
ヶ
寺
で
、
全
八
〇
ヶ
寺
に
占
め
る
現
住
率
は

六
三
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
寛
延
三
年
か
ら
天
明
七
年
ま
で
の

三
七
年
間
に
明
星
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
、
そ
の
無
住
化
が
進
行
し
て
い
る
様
子

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
次
に
村
鎮
守
の
別
当
寺
と
な
っ
て
い
る
寺
院
に
つ

い
て
は
、
六
一
ヶ
寺
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
全
八
〇
ヶ
寺
に
占
め
る
割
合
は

七
六
・
二
％
で
あ
る
。
こ
こ
で
村
鎮
守
別
当
寺
と
な
っ
て
い
る
六
一
ヶ
寺
に
つ
い
て

現
住
・
無
住
の
別
を
表
化
す
る
と
、
次
の
表
４
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
を
確
認
す

る
と
、
明
星
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
、
現
住
で
は
八
〇
％
、
無
住
の
場
合
で
も

七
〇
％
が
村
鎮
守
の
別
当
寺
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
現
住
寺
院
の
大
多
数
が

村
鎮
守
の
別
当
寺
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
無
住
寺
院
に
つ
い
て
も
一
定
の

割
合
で
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
両
者
の
差
は
一
〇
％
程
度
で

あ
り
、
母
数
が
異
な
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
明
確
な
差
異
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
明
星
院
配
下
の
寺
院
は
、
そ
の
多
く
が
村
鎮
守
別
当
寺

と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
が
直
接
的
に
各
寺
院
の
経
営
安
定
化
と
連
動
す
る
も

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
節
で
は
こ
こ
ま
で
、
二
冊
の
「
本
末
帳
」
か
ら
、
明
星
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い

て
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
さ
ら
な
る
検
討
の
視
野
に

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
関
東
地
方
に
広
く
展
開
し
た
真
言
宗

寺
院
の
寺
格
の
問
題
で
あ
る
。
真
言
宗
に
関
す
る
通
史
的
な
研
究
を
進
め
た
櫛
田
良

洪
は
、
近
世
武
蔵
国
に
お
け
る
新
義
真
言
宗
寺
院
を
寺
格
の
観
点
か
ら
分
類
し
た
場

合
、
こ
の
地
域
に
存
在
す
る
田
舎
本
寺
の
「
末
寺
」
あ
る
い
は
「
又
末
寺
」
に
比
べ

て
、「
門
徒
」
寺
院
の
数
が
圧
倒
的
多
数
と
な
っ
て
い
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
）
13
（

。
具
体
的
に
は
、
延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
の
「
本
末
帳
」
の
検
討
か
ら
、
同
国
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六

寺院名 所在地
寺格 住持 所持耕地

備考
末寺 門徒・又門徒 現住 無住 朱印地 除地 年貢地

１ 妙楽院 埼玉郡高出村 ○ ○ １石 他１石
２ 正眼寺 足立郡井戸木村 ○ ○ １石
３ 龍眼院 足立郡上村 ○ ○ １石
４ 来星院 足立郡上村 ○ ○ １石
５ 薬師寺 足立郡領家村 ○ ○
６ 寶蔵寺 足立郡上平野村 ○ ○
７ 地蔵院 足立郡小針村 ○ ○ １石
８ 福生院 埼玉郡閏戸村 ○ ○
９ 光明寺 埼玉郡閏戸村 ○ ○ １石
10 源性寺 埼玉郡千駄野村 ○ ○ １石
11 梅松院 足立郡芝村 ○ ○ ５石
12 観喜寺 埼玉郡高野村 ○ ○
13 神宮寺 埼玉郡貝塚村 ○ ○ ３反歩
14 城観寺 埼玉郡城村 ○ ○
15 放光院 （虫損） ○ ○
16 積善院 足立郡町屋村 ○ ○
17 薬王院 足立郡内宿村 ○ ○
18 東福院 埼玉郡小林村 ○ ○
19 善念寺 埼玉郡笹久保村 ○ ○
20 吉祥寺 埼玉郡笹久保村 ○ ○
21 安養院 埼玉郡笹久保村 ○ ○
22 威徳院 埼玉郡笹久保村 ○ ○
23 寶蔵寺 埼玉郡笹久保新田村 ○ ○
24 光明院 足立郡高畑村 ○ ○
25 知性院 埼玉郡尾ヶ崎村 ○ ○
26 正福寺 埼玉郡尾ヶ崎新田村 ○ ○ １町歩
27 圓福寺 埼玉郡鈎上村 ○ ○ ３反歩
28 成就院 埼玉郡［虫損］ ○ ○
29 保寿院 埼玉郡鈎上新田村 ○ ○
30 西光院 埼玉郡平方村 ○ ○
31 正光院 埼玉郡大野嶋村 ○ ○
32 寶蔵寺 埼玉郡増戸村 ○ ○
33 福蔵院 埼玉郡増富村 ○ ○
34 東光院 埼玉郡下蛭田村 ○ ○
35 密蔵院 埼玉郡三ノ宮村 ○ ○ 10石
36 理性院 埼玉郡大森村 ○ ○
37 圓乗院 埼玉郡須賀村 ○ ○
38 寶蔵院 埼玉郡大戸村 ○ ○
39 大聖院 埼玉郡大戸村 ○ ○
40 観音寺 埼玉郡大谷村 ○ ○
41 正福寺 埼玉郡大谷村 ○ ○
42 光明院 埼玉郡大口村 ○ ○
43 観秀院 埼玉郡増長村 ○ ○
44 普門院 埼玉郡大野嶋 ○ ○

表２　寛延３（1750）年　明星院配下寺院の現住／無住
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七

に
お
け
る
新
義
真
言
宗
寺
院
の
総
数
が
三
一
〇
七
ヶ
寺
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
本
寺

数
二
二
〇
ヶ
寺
、「
末
寺
」
数
二
五
八
ヶ
寺
で
あ
る
の
に
対
し
、「
門
徒
」
数
・「
又

門
徒
」
数
の
合
計
が
二
六
二
九
ヶ
寺
と
な
っ
て
お
り
、全
寺
院
数
に
対
す
る
「
門
徒
」

寺
院
の
割
合
が
八
四
・
六
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
い
う
「
末

寺
」「
又
末
寺
」
に
つ
い
て
、
櫛
田
の
論
考
か
ら
引
用
す
る
と
、「
本
寺
よ
り
法
流
の

印
可
を
相
続
し
て
一
切
の
諸
法
事
を
大
体
本
寺
と
同
様
に
振
舞
う
こ
と
が
で
き
、（
中

略
）
引
導
を
渡
す
こ
と
が
出
来
」
る
住
持
が
止
住
す
る
寺
院
の
こ
と
で
あ
り
）
14
（

、
一
方

「
門
徒
」
寺
院
は
、「
法
流
相
続
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、（
中
略
）
剃
髪
の
作
法
も
加

行
も
護
摩
も
す
べ
て
本
寺
で
行
わ
れ
た
の
で
檀
家
の
引
導
も
出
来
な
い
事
に
な
り
、

葬
式
も
本
寺
か
最
寄
り
の
寺
院
へ
頼
ま
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
」
住
持
の
寺
院
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
）
15
（

。
つ
ま
り
、
武
蔵
国
に
展
開
す
る
新
義
真
言
宗
寺
院
は
、
確
か
に
他

宗
派
を
数
的
に
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
実
は
原
則
と
し
て
宗
判
・

葬
祭
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
寺
格
の
寺
院
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
点

を
改
め
て
注
視
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
櫛
田
が
指
摘
す

る
「
法
流
」
と
は
、「
寺
付
法
流
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
門
徒
」
寺
院
の
住
職
が
法
流

を
相
承
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
）
16
（

。

　

さ
て
、「
寺
付
法
流
」
の
有
無
に
起
因
す
る
寺
格
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
ま

で
検
討
し
て
き
た
「
本
末
帳
」
が
作
成
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
も
明
確
に
意
識
さ
れ
て

お
り
、個
々
の
寺
院
に
つ
い
て
「
末
寺
」
及
び
「
門
徒
」
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。

先
掲
表
１
で
は
、
明
星
院
配
下
寺
院
の
葬
祭
檀
家
数
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
明
星
院
を
除
く
一
四
ヶ
寺
の
う
ち
、「
門
徒
」
の
寺
格
を
も
つ
寺
院
は
一

ヶ
寺
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
葬
祭
檀
家
を
も
つ
寺
院
は
原
則
と
し
て
「
末
寺
」
の
寺

格
を
も
つ
寺
院
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
表
３
で
は
、
備
考
欄
に
各
寺
院
の
寺
格
を

寺院名 所在地
寺格 住持 所持耕地

備考
末寺 門徒・又門徒 現住 無住 朱印地 除地 年貢地

45 師命院 埼玉郡大道村 ○ ○
46 東養寺 埼玉郡大竹村 ○ ○ 10石
47 延命院 埼玉郡忍間村 ○ ○
48 等覚院 埼玉郡忍間村 ○ ○

49 西蔵院 埼玉郡忍間村 ○ ○

50 能密寺 埼玉郡忍間村 ○ ○

51 東光院 ［虫損］ ○ ○

52 西光院 埼玉郡大沢町 ○ ○

53 正福寺 足立郡蓮沼村 ○ ○

54 最勝院 足立郡新井村 ○ ○

55 真福寺 足立郡大和田村 ○ ○

56 正雲寺 足立郡砂村 ○ ○

57 薬王寺 足立郡嶋村 ○ ○

58 寶性院 足立郡白岡村 ○ ○

59 長久寺 足立郡［虫損］山村 ○ ○

60 西光院 足立郡中丸村 ○ ○

61 真蔵院 足立郡御蔵村 ○ ○

62 順行院 足立郡辻村 ○ ○

63 寶乗院 足立郡中川村 ○ ○

合　　計 １ 62 60 ３

（註）埼玉県立文書館寄託　明星院文書　文書番号139より作成
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寺院名 所在地
住持 神社別当・社役

寺格
現住 無住 神社名 村鎮守

１ 東光院 足立郡内宿村 ○ 村鎮守氷川神社 ○ 明星院末
２ 護摩堂（勝軍寺） 埼玉郡尾崎村 ○ 村鎮守八幡宮 ○ 明星院末
３ 大光寺 埼玉郡長ヶ宮村 ○ 明星院末
４ 一条院 足立郡三之宮村 ○ 村鎮守稲荷社 ○ 明星院末
５ 正法院 足立郡中野村 ○ 村鎮守諏訪明神 ○ 明星院末
６ 惣持院 足立郡辻村 ○ 村鎮守鷲明神 ○ 明星院末
７ 圓蔵寺 足立郡中川村 ○ （氷川神社社役） 明星院末
８ 西福寺 埼玉郡平野村 ○ 村鎮守氷川社 ○ 明星院末
９ 星久院 埼玉郡初崎村 ○ 村鎮守久伊豆社 ○ 明星院末
10 醫王院 足立郡坂田村 ○ 村鎮守氷川明神 ○ 明星院末
11 龍山院 足立郡上村 ○ 六ヶ村鎮守氷川明神 ○ 明星院末
12 妙楽寺 埼玉郡坂田村 ○ 村鎮守稲荷社 ○ 明星院末
13 西光寺 足立郡小針村 ○ （弁財天） 明星院末
14 西蔵院 足立郡羽貫村 ○ 村鎮守八幡宮 ○ 明星院末
15 放光院 足立郡下上尾村 ○ 村鎮守天神宮 ○ 明星院末
16 徳性寺 足立郡千駄野村 ○ 村鎮守稲荷社 ○ 明星院末
17 密蔵院 足立郡手塚村 ○ （六所明神） 明星院末
18 正願寺 足立郡井戸木村 ○ 村鎮守雷電 ○ 明星院門徒
19 南蔵院 足立郡桶川町 ○ 稲荷社 明星院門徒
20 龍眼寺 足立郡上村 ○ 稲荷社 明星院門徒
21 来量院 足立郡上村 ○ 明星院門徒
22 薬師寺 足立郡領家村 ○ 村鎮守氷川明神 ○ 明星院門徒
23 寶蔵院 埼玉郡上平野村 ○ 村鎮守八幡宮 ○ 明星院門徒
24 地蔵院 足立郡小針村 ○ 村鎮守稲荷社 ○ 明星院門徒
25 福生院 埼玉郡関戸村 ○ 村鎮守久伊豆明神 ○ 明星院門徒
26 光明寺 埼玉郡関戸村 ○ 村鎮守久伊豆明神 ○ 明星院門徒
27 梅松院 足立郡小室此木村 ○ 村鎮守天神宮 ○ 明星院門徒
28 観喜寺 埼玉郡高虫村 ○ 明星院門徒
29 神宮寺 埼玉郡貝塚村 ○ 村鎮守神宮寺 ○ 明星院門徒
30 城観寺 埼玉郡城村 ○ 明星院門徒
31 法光寺 足立郡平塚村 ○ 明星院門徒
32 積善坊 足立郡町屋村 ○ 明星院門徒
33 萬王寺 足立郡内宿 ○ 明星院門徒
34 東福院 埼玉郡小林村 ○ 村鎮守愛宕山 ○ 明星院門徒
35 知性院 埼玉郡尾ヶ崎村 ○ 村鎮守四所明神 ○ 勝軍寺門徒
36 正福寺 埼玉郡尾ヶ崎新田 ○ 村鎮守稲荷社 ○ 勝軍寺門徒
37 圓福寺 埼玉郡鉤上村 ○ 村鎮守明神宮 ○ 勝軍寺門徒
38 成就院 埼玉郡鉤上村 ○ 村鎮守明神宮 ○ 勝軍寺門徒
39 保寿院 埼玉郡鉤上新田 ○ 勝軍寺門徒
40 光明寺 足立郡高畑村 ○ 村鎮守稲荷社 ○ 勝軍寺門徒
41 寶蔵寺 埼玉郡笹久保新田 ○ 村鎮守浅間宮 ○ 勝軍寺門徒

表３　天明７年明星院配下寺院
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寺院名 所在地
住持 神社別当・社役

寺格
現住 無住 神社名 村鎮守

42 威徳寺 埼玉郡笹久保村 ○ 村鎮守八幡宮 ○ 勝軍寺門徒
43 安養寺 埼玉郡笹久保村 ○ 勝軍寺門徒
44 吉祥寺 埼玉郡笹久保村 ○ 勝軍寺門徒
45 善念寺 埼玉郡笹久保村 ○ 村鎮守天神宮 ○ 勝軍寺門徒
46 西光院 埼玉郡平方村 ○ 村鎮守女帝権現 ○ 勝軍寺門徒
47 福蔵院 埼玉郡増富村 ○ 村鎮守香取明神 ○ 大光寺門徒
48 東光院 埼玉郡下蛭田村 ○ 村鎮守住吉明神 ○ 大光寺門徒
49 寶蔵寺 埼玉郡増戸村 ○ 大光寺門徒
50 正光院 埼玉郡大野嶋村 ○ 大光寺門徒
51 照光院 埼玉郡大澤宿 ○ 宿鎮守天満宮 ○ 一条院末
52 東養寺 埼玉郡大竹村 ○ 村鎮守香取社 ○ 一条院末
53 等光院 埼玉郡恩間村 ○ 村鎮守香取明神 ○ 一条院末
54 普門院 埼玉郡人野嶋村 ○ 村鎮守神明宮 ○ 一条院末
55 蜜蔵院 埼玉郡大野嶋村 ○ 村鎮守香取明神 ○ 一条院門徒
56 利生院 埼玉郡大森村 ○ 村鎮守香取明神 ○ 一条院門徒
57 圓乗院 埼玉郡須賀村 ○ 村鎮守香取明神 ○ 一条院門徒
58 寶蔵院 埼玉郡大戸村 ○ 村鎮守香取明神 ○ 一条院門徒
59 大聖院 埼玉郡大戸村 ○ 一条院門徒
60 観音寺 埼玉郡大谷村 ○ 村鎮守香取明神 ○ 一条院門徒
61 正福寺 埼玉郡大口村 ○ 村鎮守香取明神 ○ 一条院門徒
62 光明寺 埼玉郡大口村 ○ 一条院門徒
63 観秀院 埼玉郡増長村 ○ 村鎮守稲荷社 ○ 一条院門徒
64 能満寺 埼玉郡恩間村 ○ 村鎮守稲荷社 ○ 一条院門徒
65 西蔵院 埼玉郡恩間村 ○ 村鎮守稲荷明神 ○ 一条院門徒
66 延命院 埼玉郡恩間村 ○ 村鎮守天神宮 ○ 一条院門徒
67 満蔵寺 埼玉郡大林村 ○ 村鎮守香取社 ○ 一条院門徒
68 東光院 埼玉郡大房村 ○ 一条院門徒
69 萬命寺 埼玉郡大道村 ○ 村鎮守香取社 ○ 一条院門徒
70 正福寺 足立郡蓮沼村 ○ 村鎮守天満宮 ○ 正法院門徒
71 真福寺 足立郡大和田村 ○ 村鎮守鷲明神 ○ 正法院門徒
72 正雲寺 足立郡砂村 ○ 村鎮守稲荷宮 ○ 正法院門徒
73 薬王寺 足立郡宿村 ○ 村鎮守山王権現 ○ 正法院門徒
74 寶性院 足立郡白岡村 ○ 村鎮守神明宮 ○ 正法院門徒
75 真蔵院 足立郡御蔵村 ○ 村鎮守愛宕山 ○ 正法院門徒
76 長久寺 足立郡東山村 ○ 村鎮守第六天社 ○ 正法院門徒
77 最勝院 足立郡新井村 ○ 村鎮守第六天社 ○ 正法院門徒
78 西光院 足立郡中丸村 ○ 村鎮守神明宮 ○ 正法院門徒
79 寶乗院 足立郡中川村 ○ 圓蔵院門徒
80 順行院 足立郡辻村 ○ 村鎮守稲荷社 ○ 惣寺院門徒

合　　計 51 29 61

（註１）埼玉県立文書館寄託　明星院文書　文書番号138より作成
（註２）村内に存在する複数の村鎮守別当を兼務している場合には１社のみを代表して掲げた
（註３）神社名が空欄となっている寺院は史料中に「社務なし」と記されている
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本
節
で
は
先
に
天
明
七
年
時
点
の
明
星
院
配
下
の
現
住
率
が
六
割
強
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。換
言
す
れ
ば
、四
割
弱
の
寺
院
で
無
住
と
な
っ
て
い
る
計
算
に
な
る
が
、

こ
の
時
期
に
お
い
て
無
住
化
が
進
行
し
た
大
き
な
要
因
は
、
寺
檀
制
度
の
枠
組
み
の

内
側
に
あ
る
「
末
寺
」
の
寺
格
を
も
つ
寺
院
で
は
な
く
、「
門
徒
」
寺
院
の
無
住
化

に
求
め
ら
れ
る
。「
末
寺
」「
門
徒
」
と
い
っ
た
寺
格
の
相
異
が
、
住
持
の
止
住
と
い

っ
た
寺
院
経
営
の
基
本
的
な
様
態
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
ま
で

の
分
析
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

二
│
三
　
明
星
院
配
下
寺
院
の
寺
格
と
無
住
化
の
関
連

　

本
章
で
は
前
節
ま
で
に
、
明
星
院
の
文
書
群
に
残
さ
れ
た
二
冊
の
「
本
末
帳
」
に

関
す
る
分
析
を
と
お
し
て
、
同
院
配
下
寺
院
の
檀
家
数
や
所
持
耕
地
、
村
鎮
守
別
当

と
の
関
係
性
を
確
認
し
、
併
せ
て
現
住
・
無
住
の
実
態
を
寺
格
と
の
関
連
か
ら
明
ら

か
に
し
た
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
近
世
中
期
時
点
で
の

実
態
で
あ
り
、
そ
う
し
た
様
相
が
時
期
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
く
の
か

に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
近
世
に
は
新
義
真
言
宗
の
田
舎
本

寺
で
あ
っ
た
大
悲
願
寺
配
下
寺
院
に
つ
い
て
分
析
し
た
日
暮
義
晃
は
、「
門
徒
」
寺

院
の
無
住
化
は
宝
暦
年
間
か
ら
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
文
政
年
間
で
は
半
数
以
上
の

「
門
徒
」
寺
院
で
無
住
化
し
、
天
保
年
間
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
で
無
住
と
な
っ
て
い

る
様
子
を
析
出
し
て
い
る
）
18
（

。日
暮
の
論
考
で
は
、「
門
徒
」寺
院
の
無
住
化
に
つ
い
て
、

そ
の
進
行
度
合
い
を
時
期
的
な
変
遷
過
程
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
示
唆
に
富

ん
で
い
る
。
本
項
で
は
日
暮
が
明
ら
か
に
し
た
事
例
な
ら
び
に
そ
の
方
法
を
参
考
に

し
な
が
ら
、
明
星
院
配
下
の
「
末
寺
」
な
ら
び
に
「
門
徒
」
寺
院
に
つ
い
て
、
無
住

化
の
進
行
過
程
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

載
せ
て
お
い
た
が
、
こ
れ
を
確
認
す
る
と

「
末
寺
」
寺
院
が
二
一
ヶ
寺
、「
門
徒
」

寺
院
が
五
九
ヶ
寺
と
な
っ
て
お
り
、
全
寺

院
数
に
占
め
る
「
末
寺
」
の
割
合
は

二
六
・
二
％
、「
門
徒
」
寺
院
の
割
合
が

七
三
・
八
％
と
な
る
。
こ
こ
で
確
認
で
き

る
「
門
徒
」
寺
院
の
割
合
は
、
櫛
田
が
示

し
た
武
蔵
国
全
体
で
の
実
態
と
比
較
す
る

と
、
一
〇
％
程
度
低
く
な
っ
て
い
る
も
の

の
）
17
（

、明
星
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
も「
門

徒
」
寺
院
が
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
域
に
展
開

す
る
新
義
真
言
宗
寺
院
の
う
ち
、
寺
檀
制

度
に
適
合
的
な
寺
格
の
寺
院
は
、
二
割
か
ら
三
割
程
度
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
判
明
す

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
寺
格
と
現
住
・
無
住
と
の
関
係
は
如
何
に
説
明

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
に
掲
げ
た
表
３
で
確
認
す
る
と
、「
末
寺
」
の
寺
格
を
有
す
る
の
は
、
明
星
院

配
下
の
一
七
ヶ
寺
、
一
条
院
配
下
の
四
ヶ
寺
の
計
二
一
ヶ
寺
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
天

明
七
年
時
点
で
計
二
〇
ヶ
寺
、
割
合
に
し
て
九
五
・
二
％
が
現
住
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
ヶ
寺
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
の
「
末
寺
」
で
住
持
の
止
住
が
確
認
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
明
星
院
配
下
寺
院
の
七
割
以
上
を
占
め
る
「
門

徒
」
寺
院
に
つ
い
て
は
、
現
住
と
な
っ
て
い
る
寺
院
が
五
二
・
六
％
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、全
五
九
ヶ
寺
の
う
ち
二
八
ヶ
寺
、四
七
・
四
％
の
寺
院
が
無
住
化
し
て
い
る
。

表４　村鎮守別当寺と現住・無住の別

村鎮守別当寺 村鎮守非別当寺 合計

現住 40（80％） 10（20％） 50

無住 21（70％） 9（30％） 30

合計 61 19 80

（註１） 埼玉県立文書館寄託 明星院文書　文書番号138
より作成　

（註２） 括弧内の数字はそれぞれ現住寺院50ヶ寺、無住
寺院30ヶ寺に占める割合を示す
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右
の
よ
う
に
こ
の
「
起
立
書
」
で
は
、
現
住
・
無
住
の
状
態
以
外
に
も
、
所
持
石

高
、
本
尊
な
ら
び
に
開
基
等
が
記
さ
れ
て
お
り
、
檀
家
に
つ
い
て
「
滅
罪
」「
祈
願
）
21
（

」

の
両
方
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
別
を
書
き
分
け
て
い
る
。
こ
の
年
に
「
起
立
書
」

が
集
中
し
て
残
存
し
て
い
る
理
由
は
明
示
し
得
な
い
が
、
仁
和
寺
か
ら
の
調
査
指
示

が
な
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
現
在
確
認
で
き
る
こ
れ
ら
の
「
起
立
書
」
に
記

載
さ
れ
た
内
容
を
表
化
し
た
も
の
が
、
次
に
提
示
す
る
表
５
│
１
及
び
表
５
│
２
で

あ
る
。
こ
れ
ら
二
表
で
は
、
嘉
永
元
年
に
お
け
る
計
三
六
ヶ
寺
の
明
星
院
配
下
寺
院

に
つ
い
て
そ
の
実
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
寺
格
と
し
て
は
「
末
寺
」
が
七

ヶ
寺
、「
門
徒
」
寺
院
二
九
ヶ
寺
と
な
っ
て
お
り
、
前
者
が
表
５
│
１
、
後
者
が
表

５
│
２
に
対
応
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
先
に
表
５
│
１
を
検
討
し
て
き
た
い
。「
末
寺
」
の
葬
祭
檀
家
は
、

二
〇
〇
軒
を
有
す
る
も
の
が
一
ヶ
寺
存
在
し
（
No.
３
大
光
寺
）、
現
住
と
な
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
以
外
は
七
五
軒
の
一
ヶ
寺
が
無
住
（
No.
２
西
福
寺
）、
六
〇
軒
を
有
す

る
二
ヶ
寺
の
う
ち
、
一
ヶ
寺
は
現
住
（
No.
１
圓
蔵
寺
）、
一
ヶ
寺
は
無
住
（
No.
７
普

門
院
）
と
な
っ
て
い
る
。
大
光
寺
に
つ
い
て
は
朱
印
地
を
一
〇
石
有
し
て
お
り
、

二
〇
〇
軒
の
葬
祭
檀
家
と
合
わ
せ
て
充
分
な
寺
徳
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
檀

徳
・
地
徳
合
わ
せ
て
安
定
的
な
収
入
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
が
、
住
持
の
止
住
に
つ

な
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
七
〇
軒
代
、
あ
る
い
は
六
〇
軒
代
の
葬

祭
檀
家
数
を
も
つ
「
末
寺
」
寺
院
で
は
、
現
住
・
無
住
が
混
在
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
末
寺
」
の
寺
格
を
有
し
て
い
て
も
、
葬
祭
檀
家
を
も
た
な
い
寺
院
は
い
ず
れ
も
無

住
化
し
て
い
る
。
同
表
で
は
標
本
数
が
少
な
い
た
め
、
こ
う
し
た
実
態
を
一
般
化
す

る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
第
二
章
第
一
節
で
確
認
し
た
よ
う

に
、「
末
寺
」
寺
院
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
現
住
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、

　

明
星
院
文
書
で
は
、
前
項
で
使
用
し
た
寛
延
三
年
、
天
明
七
年
の
「
本
末
帳
」「
本

末
改
帳
」
以
外
に
現
住
・
無
住
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
し
て
、
嘉
永

元
（
一
八
四
八
）
年
作
成
の
「
起
立
書
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
と
ま
っ
た
一
冊
の
史

料
で
は
な
く
、全
部
で
一
八
点
が
確
認
さ
れ
、そ
れ
ぞ
れ
の
住
持
が
「
御
室
御
所
」（
仁

和
寺
）
に
宛
て
て
作
成
し
て
い
る
）
19
（

。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
田
舎
本
寺
で
あ
る
明
星
院
が

集
約
し
て
仁
和
寺
に
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
そ
の
一
例
を
提
示
し
た
い
。

【
史
料
２
】

（
表
紙
）

「
起
立
書　
　

城
村　
　

城
観
寺
）
20
（

」

　
　
　
　

御
室
御
所
御
直
末　

武
州
足
立
郡
倉
田
村

一　

新
義
真
言 

明
星
院
門
徒

　
　
　
　
　
　
　

米
津
梅
二
助
知
行
所 

同
州
埼
玉
郡
城
村

一　

高
壱
石 

施
無
畏
山　

城
観
寺

一　

境
内
弐
反
歩　
　

御
年
貢
地 

東
方
三
拾
間　

西
方
三
拾
間

 
 

南
方
弐
拾
間　

北
方
弐
拾
間

一　

住
坊 

間
口
六
間　

横
三
間

一　

本
尊
弥
陀 

開
基
法
印
深
盛

一　

祈
願 

四
拾
軒

　

右
之
通
相
改
候
処
相
違
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
州
埼
玉
郡
城
村
城
観
寺
無
住
ニ
付
兼
帯

嘉
永
元
申
年
八
月
日　

 

隣
寺　

徳
性
寺　

㊞

御
室
御
所
御
役
人
御
中
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い
て
も
確
認
し
て
い
く
と
、
例
え
ば
No. 

15
の
寶
蔵
院
は
、
年
貢
地
一
四
石
、
除
地
四

反
歩
超
を
有
し
て
お
り
、
住
持
の
止
住
に
は
充
分
な
地
徳
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
同
様
に
No. 

16
の
利
生
院
、
No. 

21
の
正
福
寺
に
つ
い
て
も
年
貢
地
が
六
石
を
超
え

て
お
り
、
毎
年
の
年
貢
を
納
入
し
た
と
し
て
も
、
除
地
と
併
せ
て
一
定
程
度
の
地
徳

を
得
ら
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
無
住
と
な
っ
て
い
る
。

　

住
持
の
止
住
に
可
能
性
を
残
す
寺
院
所
持
耕
地
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
口
減
少

な
ど
に
起
因
す
る
耕
作
人
不
足
な
ど
に
よ
っ
て
、
文
書
記
載
上
の
地
徳
と
実
際
の
そ

れ
と
の
あ
い
だ
に
乖
離
が
生
じ
て
い
る
事
例
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に

は
、
た
と
え
帳
面
上
の
寺
院
所
持
石
高
が
住
持
の
止
住
に
足
り
得
て
い
た
と
し
て

も
、
実
際
に
は
充
分
な
地
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
明
星
院
配
下
の
「
門
徒
」

寺
院
に
関
し
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
史
料
の
残
存

状
況
か
ら
確
定
で
き
な
い
が
）
23
（

、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
、「
門
徒
」

寺
院
の
経
営
が
「
末
寺
」
寺
院
に
比
し
て
よ
り
顕
著
な
脆
弱
性
を
示
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
時
期
に
は
「
末
寺
」
寺
院
で
あ
っ
て
も
そ
の
経
営
が
不
安
定
化
し
て
い
る
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

次
に
表
５
│
２
の
検
討
に
移
り
た
い
。
ま
ず
葬
祭
檀
家
に
つ
い
て
は
、
一
軒
ず
つ

で
は
あ
る
が
こ
れ
を
有
し
て
い
る
「
門
徒
」
寺
院
が
二
ヶ
寺
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
葬
祭
檀
家
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、「
門
徒
」
寺
院
の
住
持

は
葬
祭
や
宗
判
な
ど
を
原
則
と
し
て
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
が
属
し
て
い
る
「
末
寺
」
の
寺
格
を
も
つ
寺
院
の
住
持
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
執

行
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
22
（

。
ま
た
祈
禱
檀
家
に
つ
い
て
は
、
最
も
多
い
寺
院
で

も
九
〇
軒
（
No. 

16
利
生
院
）
に
過
ぎ
ず
、
〇
軒
で
あ
る
寺
院
も
六
ヶ
寺
確
認
さ
れ
、

そ
の
平
均
は
二
二
軒
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
現
住
・
無
住
の
別
に
つ
い
て
は
、
こ
の

表
に
登
場
す
る
二
九
ヶ
寺
の
う
ち
二
三
ヶ
寺
、
七
九
・
三
％
の
「
門
徒
」
寺
院
が
無

住
化
し
て
い
る
。
前
節
で
確
認
し
た
天
明
七
年
時
点
の
「
門
徒
」
寺
院
無
住
率
が
五

割
以
下
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
割
合
が
著
し
く
増
大
し
て
い
る
こ
と

は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
表
に
登
場
す
る
「
門
徒
」
寺
院
の
所
持
耕
地
に
つ

表
５
－
１
　
嘉
永
元
年
に
お
け
る
明
星
院
配
下
の
「
末
寺
」
寺
院

文
書
番
号

史
料
名

寺
院
名

所
在
地

所
持
耕
地

檀
家
数

現
住
／
無
住

無
住
代
印

備
　
考

朱
印

除
地

年
貢
地

滅
罪
檀
家

祈
禱
檀
家

現
住
無
住

１
228

起
立
書

圓
蔵
寺

足
立
郡
中
川
村

４
反
３
畝
22歩

60
70

○
明
星
院
末
寺
配
下
門
徒
１
ヶ
寺

２
234

起
立
書

西
福
寺

埼
玉
郡
平
野
村

３
反
８
畝
歩

75
70

○
本
寺
大
光
院

埼
玉
郡
長
宮
村
大
光
寺
末
寺

３
239

起
立
書

大
光
寺

埼
玉
郡
長
宮
村

10石
200

30
○

明
星
院
末
寺
配
下
門
徒
４
ヶ
寺

４
242

起
立
書

照
光
院

埼
玉
郡
大
澤
町

６
石
３
斗
６
升
５
合

0
30

○
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
末
寺

５
242

起
立
書

東
養
寺

埼
玉
郡
大
竹
村

12石
８
合

0
30

○
本
寺
一
条
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
末
寺

６
242

起
立
書

等
覚
院

埼
玉
郡
忍
間
村

0
20

○
本
寺
一
条
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
末
寺

７
242

起
立
書

普
門
院

埼
玉
郡
大
野
嶋
村

３
反
歩

１
石
１
斗
５
升

60
38

○
本
寺
一
条
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
末
寺

（
註
）「
文
書
番
号
」
は
埼
玉
県
立
文
書
館
に
よ
る
目
録
整
理
番
号
を
示
す
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表
５
－
２
　
嘉
永
元
年
に
お
け
る
明
星
院
配
下
の
「
門
徒
」
寺
院

文
書
番
号

史
料
名

寺
院
名

所
在
地

所
持
耕
地

檀
家
数

現
住
／
無
住

無
住
代
印

備
　
考

朱
印

除
地

年
貢
地

滅
罪
檀
家

祈
禱
檀
家

現
住
無
住

１
227

起
立
書

城
観
寺

埼
玉
郡
城
村

１
石

0
40

○
隣
寺
徳
性
寺

明
星
院
門
徒

２
229

起
立
書

神
宮
寺

埼
玉
郡
貝
塚
村

５
反
28歩

0
28

○
明
星
院
門
徒

３
230

起
立
書

福
生
院

埼
玉
郡
中
閏
戸
村

１
反
歩

0
42

○
明
星
院
門
徒

４
231

起
立
書

福
蔵
院

埼
玉
郡
増
冨
村

１
反
８
畝
13歩

0
20

○
埼
玉
郡
長
宮
村
大
光
寺
門
徒

５
231

起
立
書

正
光
院

埼
玉
郡
大
野
島
村

0
3

○
本
寺
大
寺

埼
玉
郡
長
宮
村
大
光
寺
門
徒

６
231

起
立
書

寳
蔵
院

埼
玉
郡
増
戸
村

0
28

○
本
寺
大
光
寺

埼
玉
郡
長
宮
村
大
光
寺
門
徒

７
231

起
立
書

東
光
院

埼
玉
郡
下
蛭
田
村

５
反
５
畝
24歩

0
20

○
本
寺
大
光
寺

埼
玉
郡
長
宮
村
大
光
寺
門
徒

８
232

起
立
書

順
行
院

足
立
郡
石
打

0
13

○
本
寺
惣
持
院

足
立
郡
辻
村
惣
持
院
門
徒

９
233

起
立
書

真
蔵
院

足
立
郡
御
倉
村

６
反
歩

0
9

○
本
寺
正
法
院

足
立
郡
中
野
村
正
法
院
門
徒

10
235

起
立
書

西
光
院

足
立
郡
中
丸
村

２
反
歩

1
46

○
本
寺
正
法
院

足
立
郡
中
野
村
正
法
寺
門
徒

11
236

起
立
書

最
勝
院

足
立
郡
新
井
村

５
畝
歩

0
27

○
本
寺
正
法
院

足
立
郡
中
野
村
正
法
寺
門
徒

12
237

起
立
書

薬
王
院

足
立
郡
宿
村

0
28

○
足
立
郡
宿
村
無
量
寺
門
徒

13
238

起
立
書

正
眼
寺

足
立
郡
井
戸
木
村

４
斗
６
升
２
合

0
26

○
名
主

明
星
院
門
徒

14
240

起
立
書

寶
蔵
寺

埼
玉
郡
上
平
野
村

0
30

○
名
主

明
星
院
門
徒

15
242

起
立
書

寶
蔵
院

埼
玉
郡
三
之
宮
村

４
反
７
畝
３
歩

14石
0

27
○

本
寺
一
条
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

16
242

起
立
書

利
生
院

埼
玉
郡
大
森
村

３
反
８
畝
歩

６
石
６
斗
６
升

0
90

○
本
寺
一
条
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

17
242

起
立
書

圓
乗
院

埼
玉
郡
須
賀
村

１
反
６
畝
歩

３
石
６
斗
８
升
９
合

0
11

○
隣
寺
大
聖
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

18
242

起
立
書

寶
蔵
院

埼
玉
郡
大
戸
村

８
畝
歩

３
石
９
斗
２
升
６
合

0
0

○
隣
寺
大
聖
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

19
242

起
立
書

大
聖
院

埼
玉
郡
大
戸
村

２
反
１
畝
歩

１
石
６
斗
８
升
７
合

0
38

○
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

20
242

起
立
書

観
音
寺

埼
玉
郡
大
谷
村

４
反
20歩

１
石
６
斗
４
升
７
合

0
31

○
本
寺
一
条
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

21
242

起
立
書

正
福
寺

埼
玉
郡
大
口
村

１
反
８
畝
歩

６
石
６
斗
７
升
８
合

1
35

○
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

22
242

起
立
書

光
明
院

埼
玉
郡
大
口
村

２
畝
４
歩

３
斗
９
升
８
合

0
14

○
隣
寺
正
福
寺
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

23
242

起
立
書

観
秀
院

埼
玉
郡
増
長
村

４
反
９
畝
13歩

0
30

○
本
寺
一
条
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

24
242

起
立
書

能
満
寺

埼
玉
郡
忍
間
新
田

１
石
２
斗
２
合

0
0

○
隣
寺
正
福
寺
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

25
242

起
立
書

西
蔵
寺

埼
玉
郡
忍
間
村

７
畝
10歩

１
石
６
斗
１
升
３
合

0
0

○
隣
寺
正
福
寺
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

26
242

起
立
書

延
命
院

埼
玉
郡
忍
間
村

１
反
５
畝
歩

２
石
８
斗
１
升
３
合

0
0

○
本
寺
一
条
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

27
242

起
立
書

満
蔵
院

埼
玉
郡
大
林
村

５
反
６
畝
４
歩

３
石
６
斗
７
升
５
合

0
28

○
隣
寺
照
光
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

28
242

起
立
書

東
光
院

埼
玉
郡
大
房
村

１
反
６
畝
10歩

２
石
３
斗
４
升
９
合

0
0

○
隣
寺
照
光
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

29
242

起
立
書

帰
命
院

埼
玉
郡
大
道
村

３
反
８
畝
12歩

３
石
２
斗
９
升

0
0

○
本
寺
一
条
院
埼
玉
郡
山
三
之
宮
村
一
条
院
門
徒

（
註
）「
文
書
番
号
」
は
埼
玉
県
立
文
書
館
に
よ
る
目
録
整
理
番
号
を
示
す
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こ
こ
で
は
「
門
徒
」
寺
院
の
無
住
化
傾
向
に
つ
い
て
、
現
住
・
無
住
の
別
を
経
年

的
に
考
察
す
る
た
め
、表
６
を
提
示
す
る
。
こ
の
表
６
は
、嘉
永
元
年
の
「
起
立
書
」

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
門
徒
」
寺
院
二
九
ヶ
寺
に
関
し
、
前
節
で
取
り
あ
げ

た
天
明
七
年
の
「
本
末
改
帳
」
か
ら
寺
院
を
同
定
し
、
住
持
の
止
住
状
態
を
表
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
同
表
か
ら
は
、
天
明
七
年
お
よ
び
嘉
永
元
年
両
年
と
も
に
現
住
と

な
っ
て
い
る
寺
院
が
六
ヶ
寺
、
割
合
に
し
て
二
〇
・
七
％
に
す
ぎ
ず
、
一
方
で
両
年

と
も
に
無
住
と
な
っ
て
い
る
寺
院
が
一
五
ヶ
寺
存
在
し
、
全
体
の
半
数
以
上
で
あ
る

五
一
・
七
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
天
明
七
年
時
点
で
無
住
と
な

っ
て
い
る
「
門
徒
」
寺
院
一
七
ヶ
寺
の
う
ち
、
嘉
永
元
年
に
現
住
化
を
み
て
い
る
寺

院
は
わ
ず
か
二
ヶ
寺
（
No.
６
薬
王
院
お
よ
び
No. 
14
大
聖
院
）
の
み
で
あ
り
、
残
り
の

一
五
ヶ
寺
は
、
嘉
永
元
年
に
お
い
て
も
無
住
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
度

無
住
化
し
て
し
ま
っ
た
「
門
徒
」
寺
院
に
つ
い
て
、
再
度
の
住
持
止
住
に
至
る
道
程

の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
。

　
「
門
徒
」
寺
院
は
、
先
述
の
と
お
り
原
則
と
し
て
葬
祭
・
宗
判
を
執
行
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
寺
檀
制
度
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
て
い
る
寺
院
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。

研
究
史
の
う
え
で
は
、
寺
檀
制
度
の
枠
内
に
あ
る
寺
院
を
「
葬
祭
寺
院
」、
そ
れ
以

外
の
寺
院
を
「
祈
禱
寺
院
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
近
世
の
新
義
真
言
宗

寺
院
に
当
て
は
め
た
場
合
、「
末
寺
」
寺
院
が
前
者
、「
門
徒
」
寺
院
が
後
者
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
嘉
永
年
間
と
い
う
近
世
後
期
の
時
期
に
あ
っ
て
、前
者
に
属
す
る「
末

寺
」
寺
院
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
無
住
化
が
顕
在
化
す
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
と
お

り
で
あ
る
が
、
後
者
の
範
疇
に
属
す
る
「
門
徒
」
寺
院
に
つ
い
て
は
、
近
世
中
期
段

階
か
ら
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
、
そ
の
後
期
段
階
に
な
る
と
無
住
化
が
常
態
化
し
て
い

た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

寺院名 所在地
現　住

備　考
天明７年 嘉永元年

１ 正願寺 足立郡井戸木村 明星院門徒

２ 寶蔵院 埼玉郡上平野村 明星院門徒

３ 福生院 埼玉郡関戸村 ○ ○ 明星院門徒

４ 神宮寺 埼玉郡貝塚村 ○ ○ 明星院門徒

５ 城観寺 埼玉郡城村 明星院門徒

６ 薬王寺 足立郡内宿 ○ 東光院門徒

７ 福蔵院 埼玉郡増富村 ○ ○ 大光寺門徒

８ 東光院 埼玉郡下蛭田村 大光寺門徒

９ 寶蔵寺 埼玉郡増戸村 ○ ○ 大光寺門徒

10 正光院 埼玉郡大野嶋村 ○ 大光寺門徒

11 利生院 埼玉郡大森村 一条院門徒

12 圓乗院 埼玉郡須賀村 一条院門徒

13 寶蔵院 埼玉郡大戸村 ○ 一条院門徒

14 大聖院 埼玉郡大戸村 ○ 一条院門徒

15 観音寺 埼玉郡大谷村 ○ 一条院門徒

16 正福寺 埼玉郡大口村 ○ ○ 一条院門徒

17 光明寺 埼玉郡大口村 ○ 一条院門徒

寺院名 所在地
現　住

備　考
天明７年 嘉永元年

18 観秀院 埼玉郡増長村 ○ 一条院門徒

19 能満寺 埼玉郡恩間村 一条院門徒

20 西蔵院 埼玉郡恩間村 一条院門徒

21 延命院 埼玉郡恩間村 一条院門徒

22 満蔵寺 埼玉郡大林村 ○ 一条院門徒

23 東光院 埼玉郡大房村 一条院門徒

24 萬命寺 埼玉郡大道村 一条院門徒

25 薬王寺 足立郡宿村 ○ ○ 正法院門徒

26 真蔵院 足立郡御蔵村 正法院門徒

27 最勝院 足立郡新井村 正法院門徒

28 西光院 足立郡中丸村 正法院門徒

29 順行院 足立郡辻村 惣寺院門徒

合　　計 12
（41.4％）

８
（27.6％）

（註） 合計の括弧内の数字は全寺院数29ヶ寺に占める割合を示
す（小数点第二位以下四捨五入）

表６　天明７年および嘉永元年の「門徒」寺院の住持
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格
の
昇
格
事
例
が
多
数
確
認
で
き
る
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
）
26
（

。
ま
た
、
寺
格

の
昇
格
に
つ
い
て
分
析
し
た
日
暮
義
晃
は
、「
門
徒
寺
院
か
ら
末
寺
へ
の
昇
格
す
る

た
め
に
は
報
謝
金
を
本
寺
へ
支
払
う
必
要
が
あ
り
、
大
悲
願
寺
の
場
合
は
天
明
期
の

事
例
で
は
三
十
両
で
あ
っ
た
）
27
（

」こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
近
世
中
期
以
降
に「
門

徒
」
寺
院
の
経
営
が
不
安
定
化
す
る
な
か
で
、
こ
う
し
た
少
な
く
な
い
金
額
を
上
納

し
、「
末
寺
」
へ
と
昇
格
し
て
い
っ
た
事
例
は
、
明
星
院
配
下
の
寺
院
に
お
い
て
ど

の
程
度
み
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、
表
７
│
１
で
は

　

本
節
で
は
こ
こ
で
ま
で
、
近
世
後
期
に
お
け
る
明
星
院
配
下
寺
院
の
実
態
に
つ
い

て
、
そ
の
無
住
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
様
子
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
最
後
に
明
治

三
（
一
八
七
〇
）
年
「
本
末
寺
院
名
取
調
書
上
帳
扣
）
24
（

」
を
分
析
し
て
い
く
。
こ
の
史
料

に
は
、
檀
家
数
や
所
持
石
高
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
も
の
の
、
明
星
院
配
下
寺
院

七
二
ヶ
寺
に
つ
い
て
、
そ
の
寺
格
や
現
住
・
無
住
の
別
が
記
さ
れ
て
お
り
、
先
に
分
析

し
た
嘉
永
元
年
の
文
書
と
と
も
に
、
時
代
が
近
世
か
ら
近
代
へ
と
移
行
す
る
時
期
に

お
け
る
同
院
配
下
寺
院
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
に
分
析
し
て
き
た

結
果
か
ら
、
明
星
院
配
下
寺
院
の
住
持
止
住
に
関
し
て
は
、
そ
の
寺
格
が

大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
も
「
末
寺
」

と
「
門
徒
」
の
寺
格
に
分
け
て
表
を
作
成
し
た
。
次
の
表
７
│
１
お
よ
び

表
７
│
２
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

表
７
│
１
で
は
、「
末
寺
」
の
寺
格
を
も
つ
寺
院
に
つ
い
て
現
住
・
無
住

の
別
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
を
み
る
と
住
持
・
看
住
合
わ
せ
て
八

割
弱
の
寺
院
で
現
住
と
な
っ
て
い
る
）
25
（

。
こ
れ
を
嘉
永
年
間
の
様
子
が
わ
か
る

先
掲
表
５
│
１
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
嘉
永
年
間
に
無
住
と
な
っ
て
い
た
西

福
寺
と
普
門
院
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
年
段
階
で
も
無
住
の
ま
ま
で
あ
る
。

ま
た
、
東
養
寺
は
無
住
か
ら
現
住
化
、
照
光
寺
は
現
住
で
あ
っ
た
も
の
が

無
住
化
し
て
い
る
。
嘉
永
年
間
の
「
末
寺
」
寺
院
に
つ
い
て
充
分
な
標
本
数

を
得
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
早
計
な
結
論
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

総
じ
て
言
う
な
ら
ば
、
嘉
永
年
間
に
顕
在
化
し
て
い
た
「
末
寺
」
寺
院
の

無
住
化
傾
向
は
解
消
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

加
え
て
こ
こ
で
は
、「
門
徒
」
寺
院
か
ら
「
末
寺
」
寺
院
へ
の
昇
格
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
時
代
の
新
義
真
言
宗
に
お
い
て
、
寺

表７－１　明治３年明星院配下の「末寺」寺院

寺院名 村名
住持 兼帯

備考
現住 無住 寺院名 寺格

１ 東光院 小針内宿村 ○ 明星院 田舎本寺
２ 勝軍寺 埼玉郡尾ヶ崎屯 ○
３ 大光寺 埼玉郡長宮屯 ○
４ 一条院 埼玉郡三ノ宮屯 ○
５ 西福寺 埼玉郡平野屯 ○ 大光寺 末寺
６ 正法院 足立郡中野村 ○ 圓蔵寺 末寺
７ 圓蔵院 足立郡中川屯 ○
８ 惣持院 足立郡辻村 ○
９ 西蔵院 足立郡羽貫村 ○
10 竜山院 足立郡上村 ○
11 西光寺 足立郡小針新宿村 ○
12 星久院 埼玉郡駒嵜村 ○
13 妙楽寺 埼玉郡高虫屯 ○
14 梅松院 埼玉郡小室郷宿 ○ ○ 小名「芝」
15 密蔵院 足立郡中平塚屯 ○ ○
16 放光院 足立郡上尾下村 ○
17 醫王院 足立郡坂田屯 ○ 「看住」
18 宝蔵寺 埼玉郡笹久保新田村 ○ ○
19 照光院 埼玉郡大澤町 ○ 一条院 末寺
20 東養寺 埼玉郡大竹村 ○ ○
21 普門院 埼玉郡大野嶋村 ○ 東養寺 末寺 ○
22 真福寺 足立郡大和田村 ○ ○「看住」

合　計 17
（77.3％）

５
（22.3％）

（註１） 埼玉県立文書館寄託　明星院文書　文書番号141より作成
（註２） 「屯」「村」「町」の記載は史料上のとおりとした
（註３） 合計の括弧内の数字は全寺院数22ヶ寺に占める割合を示す（小数点第二位

以下四捨五入）
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次
い
で
表
７
│
２
か
ら
、「
門
徒
」
寺
院
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。
こ
の

表
で
は
、「
末
寺
」
寺
院
と
は
対
照
的
に
、
無
住
化
し
て
い
る
寺
院
が
全
体
の
約

八
〇
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
数
値
は
前
掲
表
５
│
２
で
確
認
で
き
た
嘉
永
元
年
時

点
と
ほ
ぼ
同
率
で
あ
り
、
こ
の
間
約
二
〇
年
は
「
門
徒
」
寺
院
の
無
住
化
状
態
が
高

率
で
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
兼
帯
住
職
の
寺
院
は
、
そ
の
多
く

が
田
舎
本
寺
で
あ
る
明
星
院
や
「
末
寺
」
の
寺
格
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、

福
性
院
（
No.
２
）
を
は
じ
め
と
す
る
三
ヶ
寺
に
つ
い
て
は
「
門
徒
」
寺
院
と
な
っ
て

こ
れ
に
該
当
す
る
「
末
寺
」
寺
院
の
備
考
欄
に
○
印
を
付
し
て
お
い
た
。
こ
の
印
が

つ
い
て
い
る
の
は
、
寛
延
三
年
の
「
本
末
御
改
帳
」
に
お
い
て
「
門
徒
」
寺
院
と
記

載
さ
れ
て
い
た
寺
院
で
あ
る
。
○
印
が
つ
い
た
こ
れ
ら
六
ヶ
寺
は
、
明
治
三
年
時
点

で
確
認
で
き
る
「
末
寺
」
寺
院
二
二
ヶ
寺
の
う
ち
三
割
弱
を
占
め
て
い
る
。
寛
延
三

年
以
前
に
「
門
徒
」
寺
院
か
ら
「
末
寺
」
寺
院
へ
と
昇
格
し
た
事
例
は
、
こ
れ
に
含

ま
れ
な
い
こ
と
を
考
え
て
も
、
相
当
数
の
「
末
寺
」
寺
院
群
が
「
門
徒
」
寺
院
か
ら

の
昇
格
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

表７－２　明治３年明星院配下の「門徒」寺院

寺院名 村名
住持 兼帯

備考
現住 無住 寺院名 寺格

１ 薬師寺 足立郡小針領家屯 ○ 「看住」
２ 福性院 埼玉郡中閏戸屯 ○
３ 光明寺 埼玉郡中閏戸屯 ○ 福性院 門徒
４ 神宮寺 埼玉郡貝塚屯 ○ 福性院 門徒
５ 城観寺 埼玉郡城村 ○ 福性院 門徒
６ 観喜寺 埼玉郡高虫屯 ○ 妙楽寺
７ 宝蔵寺 埼玉郡上平野村 ○ 妙楽寺
８ 正眼寺 足立郡井原村 ○ 明星院 田舎本寺
９ 地蔵院 足立郡小針村 ○ 「看住」
10 来星院 足立郡上屯 ○ 竜山院
11 竜眼院 足立郡上屯 ○ 竜山院
12 東福院 埼玉郡小林屯 ○ 妙楽寺
13 西光院 埼玉郡平方村 ○
14 智性院 埼玉郡尾ヶ崎村 ○ 勝軍寺 末寺
15 圓福寺 埼玉郡鉤上村 ○
16 正福寺 埼玉郡尾ヶ崎村 ○
17 善念寺 埼玉郡尾ヶ崎村 ○ 勝軍寺 末寺
18 吉祥寺 埼玉郡尾ヶ崎村 ○ 勝軍寺 末寺
19 安養院 埼玉郡尾ヶ崎村 ○ 勝軍寺 末寺
20 威徳院 埼玉郡尾ヶ崎村 ○ 勝軍寺 末寺
21 光明院 埼玉郡高畑村 ○ 勝軍寺 末寺
22 成龍院 埼玉郡鉤上屯 ○ 勝軍寺 末寺
23 保壽院 埼玉郡鉤上屯 ○ 勝軍寺 末寺
24 東光院 埼玉郡下蛭田村 ○ 大光寺 末寺
25 正光院 埼玉郡大野嶋村 ○ 大光寺 末寺
26 宝蔵寺 埼玉郡増戸村 ○
27 福蔵院 埼玉郡増冨村 ○ 大光寺 末寺
28 延命院 埼玉郡恩間村 ○ 一条院 末寺
29 西蔵院 埼玉郡恩間村 ○ 一条院 末寺
30 能満寺 埼玉郡恩間村 ○ 一条院 末寺
31 圓乗院 埼玉郡須賀屯 ○ 一条院 末寺
32 宝蔵院 埼玉郡大戸村 ○ 一条院 末寺
33 観音寺 埼玉郡大谷村 ○ 一条院 末寺
34 帰命院 埼玉郡大道村 ○ 一条院 末寺
35 正福寺 埼玉郡大口村 ○
36 光明院 埼玉郡大口村 ○ 一条院 末寺
37 密蔵院 埼玉郡三ノ宮村 ○ 一条院 末寺
38 東光院 埼玉郡大房村 ○ 一条院 末寺
39 正福寺 足立郡猿ヶ谷戸村 ○ もと蓮沼村
40 薬王寺 足立郡嶋村 ○
41 西光院 足立郡中丸村 ○ 圓蔵院 末寺
42 宝性院 足立郡白岡村 ○ 圓蔵院 末寺
43 最勝院 足立郡新井村 ○ 圓蔵院 末寺
44 長久院 足立郡山村 ○ 圓蔵院 末寺
45 真蔵院 足立郡御蔵村 ○ 圓蔵院 末寺
46 正雲寺 足立郡砂村 ○ 薬王寺 末寺
47 宝乗院 足立郡中川屯 ○ 圓蔵院 末寺
48 順行寺 足立郡辻村 ○ 惣持院 末寺
49 薬王寺 小室郷宿村 ○ 明星院 田舎本寺

合　計 10
（20.4％）

39
（79.6％）

（註１） 埼玉県立文書館寄託　明星院文書　文書番号141より作成
（註２） 合計の括弧内の数字は全寺院数49ヶ寺に占める割合を示す（小数点第二位以下四捨五入）
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秀
に
よ
れ
ば
、「
す
で
に
こ
の
時
期
、
寺
院
の
大
破
に
よ
る
再
建
・
修
復
の
必
要
や
、

住
職
が
寺
院
運
営
な
ど
で
遺
し
た
借
金
の
た
め
、
住
職
交
代
の
際
に
、
そ
の
借
金
な

ど
を
担
い
う
る
僧
侶
が
後
住
に
な
り
や
す
い
と
い
う
実
態
が
生
じ
て
い
」
た
と
い

う）
29
（

。本
節
で
は
こ
の
分
析
を
手
が
か
り
と
し
て
、以
下
の
論
考
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

明
星
院
配
下
寺
院
に
お
い
て
、
住
持
が
交
代
す
る
際
に
は
、
後
住
お
よ
び
村
役
人

が
連
印
を
も
っ
て
文
書
を
作
成
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
新
た
に
止
住
す
る
住
持
の
行

動
に
関
す
る
取
り
決
め
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
寺
院
資
産
に
関
す
る
文
言
が

多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
次
に
史
料
３
を
提
示
し
て
内
容
を
検

討
し
て
い
き
た
い
。

【
史
料
３
】

差
上
申
住
職
證
文
之
事）
30
（

一　

拙
僧
儀
、
今
度
閏
戸
村
依
惣
檀
中
願
福
性
院
住
職
被　

仰
付
難
有
奉
存
候
、

然
ニ
①先

住
ゟ
借
金
買
懸
等
無
之
候
ニ
付
、
万
一
移
転
之
節
後
住
ゟ
金
子
一
切
申

請
間
敷
候
、
②殊

以
買
懸
等
附
置
申
間
敷
候
事

一　

御
本
山
出
仕
会
合
無
滞
急
度
相
勤
候
儀
、
承
知
仕
候
、
且
又
拙
寺
預
り
候
御

修
造
金
﹇　

﹈
年
々
三
月
十
六
日
御
算
用
申
上
候
儀
、
急
度
承
知
仕
候
事

一　

住
職
之
内
如
法
ニ
相
勤
可
申
候
、
万
一
不
如
法
成
共
、
廻
り
願
諸
檀
中
不
和

合
ニ
而
御
本
山
迄
右
之
段
及
沙
汰
ニ
候
節
者
、
早
速
寺
差
上
立
退
可
申
候

　

附
リ
境
内
山
林
并
抱
之
社
地
、
村
役
人
へ
無
沙
汰
ニ
私
用
ニ
切
荒
申
間
敷

候
、
但
シ
目
立
候
普
請
之
節
者
、
村
役
人
相
談
之
上
可
為
格
別
之
事

 

中
閏
戸
村　

福
生
院　

恵
乗
（
花
押
）

　
　
　
　

寛
政
五
丑
年
四
月 

同
所
名
主　
　
　
　
　

磯
五
郎　

㊞　

明
星
院
様
御
役
僧
中
様

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
「
末
寺
」
寺
院
が
無
住
化
し
た
場
合
に
は
、
例
外
な
く
明

星
院
あ
る
い
は
「
末
寺
」
寺
院
の
住
持
が
兼
帯
し
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
り
、

寺
格
の
差
異
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
住
化
し
た
寺
院
の
兼
帯
に
つ

い
て
同
格
以
上
の
寺
格
を
も
つ
寺
院
の
住
持
が
勤
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
本
節
で
は
、
明
星
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
、
そ
の
経
営
実
態
を
知
る
う
え

で
の
指
標
と
な
る
住
持
の
止
住
状
態
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
特
に
「
末

寺
」「
門
徒
」
と
い
っ
た
寺
格
に
注
目
し
て
そ
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
章
第

一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
関
東
に
お
け
る
新
義
真
言
宗
の
寺
院
数
は
他
宗
派
を
確

か
に
上
回
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
寺
檀
制
度
を
基
準
に
し
て
み
た
場

合
、
か
か
る
枠
組
み
外
に
多
数
の
寺
院
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
）
28
（

。
そ

う
し
た
制
度
的
枠
組
み
の
外
に
あ
る
寺
院
の
存
在
こ
そ
に
、
教
団
に
よ
る
教
線
の
拡

大
と
人
々
が
も
つ
信
仰
の
有
り
様
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
が
、
他

方
に
お
い
て
そ
う
し
た
寺
院
の
住
持
や
そ
れ
を
支
え
る
人
々
が
、
制
度
的
枠
組
み
の

内
側
へ
と
入
り
込
む
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
点
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

三
　
　
明
星
院
配
下
寺
院
の
無
住
化
と
後
住

三
│
一
　
後
住
に
課
せ
ら
れ
た
金
銭
的
条
件

　

前
章
で
は
、
近
世
中
期
か
ら
後
期
へ
と
時
間
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
顕
在
化
し
て

く
る
明
星
院
配
下
寺
院
の
無
住
化
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
特
に
「
門
徒
」
寺
院
に

多
く
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
実
態
に
鑑
み
る
と
き
、
寺
院
経
営
の
核
と
な
る
べ
き
住
持

の
存
在
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
有
り
様
を
分
析
す
る
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
。
新
義

真
言
宗
触
頭
江
戸
四
箇
寺
か
ら
発
せ
ら
れ
た
宝
暦
年
間
の
文
書
を
検
討
し
た
朴
澤
直
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他
の
寺
院
へ
転
住
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
後
住
か
ら
は
金
子
を
授
受
し
な
い
こ
と

が
約
束
さ
れ
て
い
る
。換
言
す
る
な
ら
ば
、先
住
か
ら
の
借
財
等
が
あ
る
場
合
に
は
、

後
住
か
ら
の
金
銭
授
受
を
許
容
し
て
い
る
よ
う
に
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、
次
に
史
料
４
を
提
示
し
た
い
。

【
史
料
４
】

差
上
申
一
札
之
事）
34
（

一　

拙
僧
儀
、
依
旦
中
願
東
光
院
住
職
被　

仰
付
、
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
右
ニ

付
先
住
葬
送
入
用
金
拾
両
、
東
福
院
建
立
金
預
り
弐
両
、
先
住
弟
子
宝
寿
院
江

金
五
両
、
都
合
拾
七
両
持
参
仕
候
得
共
、
出
捨
被
仰
付
候
儀
、
承
知
仕
候
、
然

上
者
万
一
移
轉
仕
候
共
、
後
住
ゟ
金
子
一
切
申
請
間
敷
候
儀
、
并
借
金
附
置
申

間
敷
旨
、
承
知
仕
候

一　

御
本
山
出
仕
会
合
急
度
可
仕
候
、
并
修
造
金
算
用
三
月
十
六
日
急
度
書
仕
候

一　

住
持
之
内
無
油
断
修
復
等
相
加
可
申
候
事

一　

境
内
山
林
并
抱
之
社
地
、
村
役
人
江
無
沙
汰
我
儘
私
欲
ニ
賣
木
仕
間
敷
候
事

但
修
復
等
之
節
、
村
役
人
江
及
相
談
可
申
候
事

右
之
條
々
急
度
奉
畏
候
旨
、
村
役
人
加
印
仍
如
件

 

内
宿
村　

東
光
院　

秀
浄
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

天
明
二
寅
四
月 

同
所
名
主　
　
　
　

武
兵
衛　

㊞　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
二
名
略
）

　
　
　
　
　
　

明
星
院
様
御
役
僧
中
様

　

こ
の
史
料
は
、天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
に
足
立
郡
内
宿
村
）
35
（

（
現
埼
玉
県
伊
奈
町
）

の
東
光
院
秀
浄
が
同
村
の
名
主
ら
と
連
名
で
作
成
し
た
文
書
で
あ
る
。
東
光
院
は
、

寛
延
三
年
の
「
本
末
帳
」
に
よ
る
と
、
葬
祭
檀
家
を
三
〇
軒
、
除
地
を
一
町
歩
有
す

　

住
持
の
交
代
に
際
し
て
作
成
さ
れ
る
こ
う
し
た
文
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
即

し
た
箇
条
が
挿
入
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
も
の
の
、
比
較
的
定
型
的
な
文
言
が
多
く
、

他
の
史
料
に
お
い
て
も
類
似
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
史
料
の
内

容
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

右
の
史
料
は
、
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
に
武
蔵
国
埼
玉
郡
中
閏
戸
村
）
31
（

（
現
埼
玉

県
蓮
田
市
）
の
福
性
院
住
持
と
し
て
新
た
に
任
命
さ
れ
た
恵
乗
ら
が
作
成
し
た
文
書

で
あ
る
。
先
述
の
寛
延
三
年
「
本
末
改
帳
」
や
明
治
三
年
「
本
末
寺
院
名
取
調
書
上

帳
扣
」
で
確
認
す
る
と
、
福
性
院
は
「
門
徒
」
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第

一
箇
条
目
に
は
、「
依
惣
檀
中
願
福
性
院
住
職
被　

仰
付
」
と
記
さ
れ
、
福
性
院
の

檀
家
が
主
導
し
て
後
住
の
決
定
を
し
て
い
た
こ
と
を
窺
知
さ
せ
る
文
言
と
な
っ
て
い

る
。
第
二
箇
条
目
は
、
本
山
へ
の
出
仕
と
修
造
金
に
関
す
る
取
り
決
め
、
続
く
第
三

箇
条
目
は
、檀
家
と
の
「
不
和
合
」
の
際
に
は
、福
性
院
を
立
ち
退
く
こ
と
、「
附
リ
」

の
部
分
で
は
、
境
内
の
山
林
に
つ
い
て
、
村
役
人
と
の
相
談
な
し
に
は
、
勝
手
な
処

分
を
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。

　

こ
の
史
料
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
傍
線
部
分
で
あ
る
。
先
に
傍
線
部
②
の

文
言
か
ら
確
認
す
る
と
、
住
持
の
生
活
費
や
宗
教
儀
礼
に
必
要
と
な
る
什
物
な
ど
、

寺
院
の
維
持
管
理
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
、「
買
懸
」
し
「
附
置
」
こ
と
を
予
め

禁
じ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
朴
澤
直
秀
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
寺
院
の
資
産
や
借
財

に
つ
い
て
、（
ａ
）
住
持
の
個
人
的
性
格
の
も
の
と
（
ｂ
）
寺
院
そ
の
も
の
に
付
随

す
る
も
の
の
二
者
に
区
分
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
）
32
（

、
こ
の
場
合
に
は
「
附
置
」
と
い

う
文
言
か
ら
考
え
て
、
後
者
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
）
33
（

。

こ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
傍
線
部
①
を
確
認
す
る
と
、
福
性
院
住
持
に
「
乗
恵
」

が
就
任
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
住
か
ら
の
借
金
や
「
買
懸
」
が
な
い
た
め
、
同
人
が
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点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
寺
院
経
営
を
進
め
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
本
節
に
て
こ
こ
ま
で
と
り
あ
げ
て
き
た
二
つ
の
史
料
は
、
い
ず
れ
も
後
住

の
立
場
で
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
次
に
隠
居
な
ど
に
よ
っ
て
退
寺
す
る
寺
僧
の

視
点
か
ら
、
後
住
決
定
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
き
た
い
。

【
史
料
５
】

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候）
37
（

一　

當
村
龍
山
院
、去
午
八
月
中
隠
居
願
仕
候
処
、願
之
通
被
仰
付
、後
住
之
義
、

御
門
中
ゟ
被
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
御
門
中
ニ
御
慥
之
御
方
無
御
座
候

ハ
ヽ
、
他
門
中
成
共
被
仰
付
被
下
候
様
奉
願
上
候
、
勿
論
①後

住
ゟ
隠
居
方
へ
金

拾
五
両
相
渡
候
様
被
仰
付
被
下
候
様
御
頼
申
上
候
、
尤
②拾

五
両
金
之
内
八
両
後

住
へ
預
置
、
此
利
金
壱
両
宛
年
々
請
取
、
隠
居
飯
米
代
ニ
仕
度
候
、
本
金
八
両

ハ
隠
居
遷
化
之
節
入
用
金
仕
度
候
、頼
之
通
被
仰
付
被
下
置
候
様
、奉
願
上
候
、

以
上

上
村
旦
中
惣
代　
　

半　

七　

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

安
永
四
年
未
五
月 

同　
　
　
　
　

源
左
衛
門
㊞

龍
山
院
隠
居
弟
子　

来
星
院　

㊞

組　

頭　
　
　
　
　

与
兵
衛　

㊞

名　

主　
　
　
　
　

七
郎
兵
衛
㊞

倉
田
村　

明
星
院
様

　

こ
の
史
料
は
、
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
に
足
立
郡
上
村
）
38
（

（
現
埼
玉
県
上
尾
市
）

の
龍
山
院
旦
中
惣
代
ら
が
作
成
し
た
文
書
で
あ
る
。
同
院
は
、
寛
延
三
年
「
本
末
御

改
帳
」
に
よ
れ
ば
、
葬
祭
檀
家
五
〇
軒
、
年
貢
地
九
石
の
「
末
寺
」
寺
院
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
っ
そ
く
内
容
の
検
討
に
移
り
た
い
。

る
「
末
寺
」
寺
院
で
あ
る
。
右
の
史
料
で
も
、
第
二
箇
条
目
以
降
は
、
先
掲
の
史
料

３
と
ほ
ぼ
同
意
の
内
容
な
の
で
、
再
度
の
検
討
は
措
く
と
し
て
、
第
一
箇
条
目
の
傍

線
部
分
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
東
光
院
秀
浄
が
住
持
と
な
る
際
に
、
金
銭
を

持
参
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
先
住
葬
送
入
用
金
拾
両
」
に
つ
い

て
は
、
先
掲
史
料
３
で
確
認
し
た
「
寺
附
」
の
範
疇
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の

一
〇
両
に
加
え
て
、「
東
福
院
建
立
金
預
リ
」
と
し
て
二
両
、「
先
住
弟
子
」
へ
渡
す

金
と
し
て
五
両
の
計
一
七
両
を
持
参
す
る
こ
と
が
、
住
持
就
任
の
条
件
で
あ
っ
た
。

こ
の
金
銭
に
つ
い
て
は
、
同
箇
条
の
後
段
部
分
で
、「
万
一
移
轉
仕
候
共
、
後
住
ゟ

金
子
一
切
申
請
間
敷
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
「
借
金
附
置
申
間
敷
」
と
も
約

束
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
住
持
で
あ
る
「
秀
浄
」
自
身
の
手
元
に
は
返
還
さ
れ
な

い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。「
末
寺
」
寺
院
の
後
住
と
な
る
に
あ
た
っ
て
こ
れ
だ

け
の
金
銭
負
担
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
視
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ

こ
で
東
光
院
の
後
住
た
る
「
秀
浄
」
が
負
担
す
べ
き
金
銭
の
う
ち
に
、「
先
住
弟
子
」

へ
渡
す
金
額
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
住
持
就
任

に
あ
た
っ
て
は
、
先
住
の
弟
子
に
つ
い
て
も
一
定
程
度
の
生
活
保
障
を
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
こ
で
再
度
朴
澤
直
秀
の
論
考
か
ら
引
用
す
る
と
、
新

義
真
言
宗
寺
院
の
後
住
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、「
先
住
が
遺
し
た
借
金
は
後
住
が
持

参
す
る
）
36
（

」と
い
う
慣
例
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、こ
の
事
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

借
金
の
清
算
を
目
的
と
し
た
持
参
金
以
外
に
も
、「
先
住
弟
子
」
の
生
活
保
障
に
か

か
る
費
用
な
ど
に
つ
い
て
は
、
後
住
が
そ
の
負
担
を
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
し
て
、
後
住
就
任
に
際
し
て
必
要
と
な
る
こ
う
し
た
金
銭
が
、
そ
の
後
の
寺
院
経

営
を
強
く
規
定
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
後
住
と
な
っ
た
住
持
は
、
当
該

寺
院
に
止
住
す
る
間
に
、
こ
こ
で
持
参
し
た
金
額
を
回
収
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の



― 91 ―

研
究
論
集
第
２
号
（2017
.3

）

二
十

場
合
に
は
、
存
命
す
る
隠
居
の
生
活
を
も
保
障
す
る
こ
と
が
、
後
住
と
な
る
に
あ
た

っ
て
の
条
件
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
本
節
で
は
、
住
持
の
交
代
時
に
作
成
さ
れ
る
文
書
を
も
と
に
、
後
住
が
負
担

す
べ
き
金
銭
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
は
、「
寺
附
」
の
借
財
な

ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
後
住
に
よ
る
該
当
金
額
の
負
担
が
住
持
就
任
の
前
提
条
件
で

あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
寺
附
」
の
借
財
を
整
理
す
る
方
法
と
し
て
は
、
こ
れ

以
外
に
も
い
く
つ
か
の
手
立
て
が
存
在
し
た
が
）
40
（

、
後
住
に
そ
の
負
担
を
求
め
る
方
法

を
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
先
に
朴
澤
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
金
額
を
用
意

で
き
る
寺
僧
の
み
が
後
住
に
な
り
や
す
い
と
い
う
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
鑑
み

る
と
、「
末
寺
」
寺
院
よ
り
も
「
門
徒
」
寺
院
の
方
が
無
住
化
の
割
合
が
高
ま
る
と

い
う
実
態
は
、「
寺
附
」
の
借
財
や
隠
居
、
あ
る
い
は
先
住
の
弟
子
の
生
活
保
障
と

い
っ
た
一
定
程
度
の
金
額
を
負
担
し
て
ま
で
後
住
と
な
っ
て
も
、「
門
徒
」
寺
院
で

は
そ
の
金
額
を
償
却
で
き
な
い
可
能
性
が
高
ま
る
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。
後
住
に
求
め
ら
れ
る
金
銭
負
担
が
、
住
持
の
無
住
化
を
誘
引
す
る
と
い

っ
た
よ
う
に
、
寺
院
経
営
を
左
右
す
る
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
│
二
　
　「
寺
附
」
の
借
財
と
後
住

　

前
節
で
確
認
し
た
事
例
で
は
、
当
該
寺
院
に
「
寺
附
」
の
借
財
が
あ
る
場
合
、
後

住
に
は
そ
れ
を
補
填
す
る
た
め
の
持
参
金
を
用
意
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
点
を
突
き
つ
め
て
考
え
て
い
く
と
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
「
寺
附
」
の
借

財
は
、
ど
の
よ
う
に
発
生
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
住
持
の
個
人
的
な
借
財
と
、
後
住
に
そ
の
整
理
が
求
め
ら

れ
る
「
寺
附
」
の
そ
れ
と
は
、
如
何
な
る
点
で
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

　

こ
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
時
点
で
は
、「
後
住
之
義
、
御
門
中
ゟ
被
仰
付
被
下
置

候
様
奉
願
上
候
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
後
住
に
つ
い
て
は
未
だ
決
定
し
て
い
な
い
こ

と
が
わ
か
る
が
、
傍
線
部
①
で
は
新
た
な
住
持
が
決
定
し
た
の
ち
、
そ
の
後
住
か
ら

隠
居
に
対
し
、「
金
拾
五
両
」
を
渡
す
こ
と
を
指
示
す
る
よ
う
に
、
明
星
院
住
持
に

訴
え
出
て
い
る
。
先
掲
史
料
３
お
よ
び
４
で
は
、
後
住
か
ら
の
金
銭
授
受
を
否
定
す

る
文
言
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、こ
の
事
例
で
は
、隠
居
す
る
側
の
寺
僧
の
立
場
か
ら
、

後
住
か
ら
受
け
取
る
金
額
を
指
定
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
次
の
傍
線
部
②
で

は
、
こ
の
一
五
両
の
使
途
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
金
八
両
に
つ
い

て
は
「
隠
居
飯
米
代
」
と
し
て
、
残
り
の
金
額
）
39
（

に
つ
い
て
は
当
該
隠
居
の
遷
化
時
入

用
費
に
充
当
す
る
と
し
て
い
る
。

　

後
者
の
先
住
遷
化
時
入
用
費
に
つ
い
て
は
、
前
掲
史
料
４
に
お
い
て
も
そ
の
記
述

を
確
認
し
た
。「
先
住
葬
送
入
用
金
拾
両
」と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。こ
こ
か
ら
は
、

（
ａ
）
先
住
が
他
界
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
を
「
寺
附
」
の
借
金
と
し
た

う
え
で
、
後
住
が
そ
れ
に
充
当
す
る
金
額
を
持
参
し
補
填
す
る
、（
ｂ
）
先
住
が
存

命
の
場
合
に
は
、
将
来
に
葬
送
費
用
と
し
て
発
生
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
金
額
を

予
め
用
意
し
持
参
す
る
、
と
い
う
二
分
類
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場

合
で
あ
っ
て
も
、
先
住
の
葬
送
儀
礼
に
際
し
て
発
生
す
る
費
用
は
、
実
質
的
に
後
住

の
負
担
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
史
料
５
傍
線

部
②
の
「
隠
居
飯
米
代
」
に
つ
い
て
は
、「
此
利
金
壱
両
宛
年
々
請
取
」
と
の
文
言

か
ら
判
断
し
て
、
後
住
が
持
参
す
る
金
額
の
う
ち
八
両
を
元
金
と
し
て
、
年
利
一
割

二
分
五
厘
で
運
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
住
が
す
で
に
他

界
し
て
お
り
、
そ
の
葬
送
費
用
が
「
寺
附
」
の
借
財
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
後

住
に
な
る
人
物
が
こ
れ
を
持
参
金
と
し
て
負
担
し
、
隠
居
な
ど
に
よ
る
寺
院
相
続
の



― 90 ―

研
究
論
集
第
２
号
（2017

.3

）

二
十
一

　

次
に
傍
線
部
②
の
文
言
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
文
章
中
に
登
場
す
る
「
無

常
」
と
は
、
文
意
か
ら
判
断
し
て
現
住
の
死
を
指
し
て
い
る
）
43
（

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

場
合
に
は
、「
後
住
」
が
「
御
算
用
」
す
る
と
し
て
い
る
の
で
、未
返
済
分
は
「
寺
附
」

の
借
財
と
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

史
料
か
ら
は
、
住
持
が
現
任
中
に
つ
く
っ
た
借
財
に
関
し
て
は
、
当
該
住
持
に
帰
属

す
る
も
の
の
、
そ
の
死
後
は
寺
院
に
付
随
す
る
借
財
へ
と
転
化
す
る
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

前
掲
史
料
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
以
買
懸
等
附
置
申
間
敷
候

事
」、「
借
金
附
置
申
間
敷
旨
、
承
知
仕
候
」
と
い
う
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
該
寺
院
の
新
住
持
と
な
る
に
あ
た
っ
て
は
、
借
財
の
「
寺
附
」
を
し
な
い
こ

と
を
誓
約
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
改
め
て
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
寺

附
」
の
借
財
に
対
す
る
忌
避
意
識
が
、
配
下
寺
院
を
統
括
す
る
明
星
院
、
あ
る
い
は

寺
院
が
所
在
す
る
村
側
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
住

持
止
住
後
の
現
実
問
題
と
し
て
は
、
史
料
６
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
堂
舎
の
修
復
や

住
持
の
生
活
維
持
の
た
め
に
借
金
を
重
ね
る
場
合
も
多
数
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
部
は
、「
寺
附
」
の
借
金
と
し
て
後
住
に
よ
る
清
算
が
必
要

と
な
る
可
能
性
を
残
し
て
い
た
。

　

以
上
本
節
で
は
こ
れ
ま
で
に
、
寺
院
経
営
を
左
右
す
る
「
寺
附
」
の
借
財
に
つ
い

て
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
後
住
に
よ
る
そ
う
し
た
借
財
の
整
理
と
、
退
寺
す
る
際
に

後
住
か
ら
幾
許
か
の
金
銭
を
授
受
し
よ
う
と
す
る
先
住
の
意
識
、
あ
る
い
は
そ
う
し

た
授
受
を「
出
捨
」に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
す
る
本
寺
な
ら
び
に
村
側
の
意
向
は
、

い
ず
れ
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
住
か
ら
の
金
銭
授

受
や
「
寺
附
」
の
借
財
に
な
る
可
能
性
を
排
す
る
た
め
、
村
方
が
と
っ
た
対
応
策
を

う
し
た
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
い
く
つ
も
存
在
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ

こ
で
は
次
の
史
料
６
の
検
討
か
ら
、
そ
の
ひ
と
つ
を
例
示
し
て
お
き
た
い
。

【
史
料
６
】

預
リ
申
常
燈
明
金
子
之
事）
41
（

一　

金
二
分
也

　

右
者
常
燈
明
金
ニ
御
座
候
処
、
拙
寺
修
造
入
用
ニ
御
預
ヶ
被
下
候
処
、
実
証
ニ

御
座
候
、
然
ル
上
者
来
ル
三
月
十
六
日
迄
ニ
利
分
無
急
度
御
算
用
可
申
上
候
、
且

又
①隠

居
仕
候
歟
移
轉
仕
候
ハ
ヽ
、
拙
寺
本
金
御
算
用
可
申
上
候
、
万
一
②無

常
等
之

節
者
、
後
住
ゟ
急
度
御
算
用
可
申
上
候
、
為
後
日
一
札
如
件

桶
川
宿　

借
主　
　

南
蔵
院　

㊞

天
明
三
年
卯
三
月 
同　

所　

請
人　
　

忠
三
郎　

㊞

明
星
院
様
御
役
僧
中

　

こ
の
史
料
は
、
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
に
桶
川
宿
）
42
（

の
南
蔵
院
住
持
が
明
星
院
に

宛
て
て
作
成
し
た
文
書
で
あ
る
。
そ
の
概
要
を
確
認
す
る
と
、
明
星
院
が
「
常
燈
明

金
」
金
二
分
を
南
蔵
院
に
貸
与
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
使
途
は
南
蔵

院
の
堂
舎
修
復
で
あ
っ
た
。こ
こ
で
は
そ
の
返
済
方
法
に
注
目
し
た
い
。す
な
わ
ち
、

こ
の
史
料
で
は
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
①
で
は
、
現
住
が

隠
居
あ
る
い
は
転
住
し
た
場
合
に
つ
い
て
、「
本
金
御
算
用
」
す
る
旨
を
記
し
て
い

る
。
こ
こ
で
言
う「
御
算
用
」と
は
、「
清
算
」と
い
う
意
味
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

住
持
の
私
的
な
支
出
で
は
な
く
、「
修
造
入
用
」
の
た
め
に
貸
与
を
願
い
出
た
金
銭

で
あ
っ
て
も
、
住
持
在
任
中
に
そ
の
返
済
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
、
金
銭
借
り
受
け

の
条
件
で
あ
っ
た
。
先
述
の
「
寺
附
」
の
借
財
を
予
め
防
止
す
る
文
言
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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こ
の
史
料
は
、
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
、
星
久
院
が
存
在
す
る
埼
玉
郡
駒
崎

村
）
45
（

（
現
埼
玉
県
蓮
田
市
）
の
名
主
ら
が
、
明
星
院
役
僧
に
宛
て
て
作
成
し
た
文
書
で

あ
り
、
星
久
院
境
内
の
売
木
に
関
す
る
確
認
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
。
星
久
院
は
、

先
掲
表
１
に
て
確
認
す
る
と
、
寛
延
三
年
時
点
で
滅
罪
檀
家
六
〇
軒
、
年
貢
地
一
〇

石
を
有
す
る
「
末
寺
」
寺
院
で
あ
っ
た
。
文
書
作
成
に
あ
た
っ
て
、
駒
崎
村
の
村
役

人
以
外
に
も
高
虫
村
、
下
閏
戸
村
の
名
主
が
連
署
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
三
ヶ
村
が

隣
接
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
星
久
院
の
檀
家
が
駒
崎
村
に
と
ど
ま
ら
ず
、

高
虫
村
や
下
閏
戸
村
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

　

史
料
の
内
容
を
、先
に
傍
線
部
②
の
部
分
か
ら
確
認
し
て
い
く
と
、今
後
星
久
院
、

あ
る
い
は
鎮
守
・
久
伊
豆
明
神
境
内
の
立
木
に
関
し
こ
れ
を
伐
木
す
る
際
に
は
、
村

役
人
な
ら
び
に
小
前
百
姓
が
相
談
し
た
う
え
で
、
明
星
院
へ
届
け
出
て
そ
の
指
図
を

仰
ぐ
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
村
内
の
寺
院
や
神
社
の
資
産
に
つ
い
て
、
村
方
の

関
与
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

傍
線
部
①
で
は
、
こ
う
し
た
売
木
に
伴
う
収
入
に
つ
い
て
、
そ
の
使
途
が
記
さ
れ

て
い
る
。
星
久
院
境
内
の
立
木
を
伐
採
後
、
売
却
し
て
獲
た
金
一
〇
両
は
、
三
両
を

星
久
院
の
住
持
に
、
七
両
を
「
星
久
院
祠
堂
金
」
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
後
者
の
七
両
に
つ
い
て
は
、
堂
舎
の
修
復
を
想
定
し
た
積
立
金
に
充
当
さ

せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
の
は
、
前
者
の
星
久
院
住
持

に
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
三
両
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
金
額
は
、史
料
中
の「
星

久
院
住マ

寺マ

住
山
入
用
之
由
、
申
遣
候
ニ
付
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
星
久
院
の
住
持
が

そ
こ
で
の
生
活
を
営
む
う
え
で
必
要
と
し
て
い
た
費
用
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
本

来
で
あ
れ
ば
、
住
持
に
よ
る
宗
教
活
動
に
よ
る
収
入
や
、
地
徳
を
以
て
充
当
す
る
金

本
節
の
最
後
に
提
示
し
た
い
。

【
史
料
７
】

議
定
證
文
之
事）
44
（

　

此
度
①星

久
院
境
内
売
木
之
儀
者
、
双
方
村
役
人
小
前
百
姓
立
會
、
直値

段
等
承
届

ヶ
候
処
、
金
拾
両
之
内
三
両
者
、
星
久
院
住マ

寺マ

住
山
入
用
之
由
、
申
遣
候
ニ
付
差

登
セ
、
残
金
七
両
ハ
、
星
久
院
祠
堂
金
致
貸
附
、
證
文
者
本
帳
星
久
院
ニ
差
置
、

写
書
を
以
本
寺
江
相
届
ヶ
、
双
方
村
役
人
方
ニ
も
写
書
差
置
、
其
外
伐
取
候
雑
木

代
金
之
儀
者
、
立
入
人
貰
請
、
②以

来
伐
木
之
節
星
久
院
并
村
中
惣
鎮
守
久
伊
豆
明

神
之
儀
者
、
不
依
何
事
双
方
村
役
人
者
不
及
申
、
小
前
百
姓
両
三
人
立
會
相
談
之

上
取
極
本
寺
江
相
届
ヶ
、
差
図
次
第
可
仕
筈
、
其
外
之
義
者
仕
来
之
通
可
仕
筈
、

　

右
之
趣
村
中
并
下
閏
戸
村
名
主
清
右
衛
門
、
高
虫
村
名
主
各
太
夫
立
入
相
談
之

上
、
聊
無
申
分
以
来
之
議
定
取
極
置
候
間
、
後
日
ニ
違
乱
仕
間
敷
候
、
為
後
證
議

定
證
文
為
取
替
申
処
如
件

駒
崎
村　
　

名
主　
　

庄
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　

文
化
八
年
未
年
六
月 

組
頭　
　

富
三
郎　

㊞

百
姓
代　

平
右
衛
門
㊞

（
以
下
三
名
略
）

　
　

右
之
通
議
定
證
文
為
取
替
申
処
相
違
無
御
座
候

駒
崎
村　
　
　
　
　
　

喜
三
郎　

㊞

高
虫
村　
　

名
主　
　

角
太
夫　

㊞

下
閏
戸
村　

名
主　
　

清
右
衛
門
㊞

（
後
略
）

　
　

御
役
僧
中
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に
よ
っ
て
寺
院
経
営
の
基
本
的
な
指
標
で
あ
る
住
持
の
止
住
に
差
異
が
生
じ
て
い

た
。
こ
こ
か
ら
は
、
寺
檀
制
度
と
い
う
枠
組
み
が
寺
院
経
営
に
与
え
る
影
響
の
大
き

さ
を
改
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
近
世
中
期
以
降
に
寺
院
の
無
住
化
が
「
門
徒
」
寺
院
を
中
心
と
し
て
進
行

す
る
な
か
で
、
新
た
な
住
持
が
後
住
と
し
て
就
任
す
る
際
、
如
何
な
る
取
り
決
め
や

条
件
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
き
た
。「
寺
附
」
の
借
財
整

理
の
た
め
に
持
参
金
を
用
意
し
、
そ
の
金
銭
の
返
還
を
求
め
な
い
こ
と
を
住
持
就
任

の
条
件
と
し
て
約
束
す
る
事
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
紹
介
さ
れ
お
り
、
明
星
院
配
下

寺
院
に
つ
い
て
も
同
様
の
実
態
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
本
論
で
は
、

後
住
が
用
意
す
る
持
参
金
の
使
途
に
関
し
て
も
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、「
寺

附
」
の
借
財
を
整
理
す
る
た
め
だ
け
に
持
参
金
が
使
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
隠
居

す
る
先
住
や
、
そ
の
弟
子
の
生
活
保
障
に
か
か
る
一
定
程
度
の
費
用
に
つ
い
て
も
、

後
住
の
負
担
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
隠
居
に
よ
っ
て
退

寺
す
る
こ
と
と
な
っ
た
寺
僧
の
側
か
ら
、
一
定
金
額
の
持
参
を
後
住
に
対
し
て
要
求

し
て
い
た
事
例
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
寺
院
の
無
住
化
傾
向
に
つ
い
て
は
、

多
様
な
原
因
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
後
住
と
し
て
新
た
に
寺
院
の
住
持
と
な
る

場
合
、
こ
う
し
た
金
銭
的
負
担
を
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
一
因
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
境
内
の
売
木
な
ど
に
よ
っ
て
臨
時
の
収
入
が
あ

っ
た
場
合
、
一
定
の
金
額
を
住
持
に
渡
す
こ
と
で
、「
寺
附
」
の
借
財
が
発
生
す
る

の
を
回
避
す
る
方
法
（
本
論
第
三
章
第
二
節
）
は
、
後
住
と
な
っ
た
寺
僧
へ
の
負
担

軽
減
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
突
き
つ
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
寺
院
の

境
内
地
や
竹
木
に
つ
い
て
は
、「
寺
附
」
の
資
産
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、

住
持
個
人
へ
の
金
銭
的
な
還
元
に
も
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確

額
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
売
木
に
よ
る
臨
時
の
収
入
か
ら
支
出
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
場
合
、
仮
に
売
木
に
よ
る
臨
時
収
入
が
な
く
、
住
持
が
個
人
的
な
借
金
を

し
て
補
填
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
住
持
の
死
、
あ
る
い
は
退
寺
に
よ
っ
て
、
先
述
の

と
お
り
「
寺
附
」
の
借
財
と
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
史
料
７
の
事
例
で
は
、
寺

院
の
資
産
売
却
益
を
住
持
に
渡
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
最
小
化
し
た

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
資
産
処
理
の
あ
り
方
が
、
住
持
の
止

住
や
後
住
の
決
定
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
経
営
に
、
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
、
武
蔵
国
の
新
義
真
言
宗
寺
院
に
関
し
、
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
お
け

る
住
持
の
止
住
状
態
と
寺
格
と
の
関
連
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
寺
院
経
営
の
核
と

な
る
住
持
に
つ
い
て
、
そ
の
就
任
時
に
取
り
決
め
ら
れ
る
後
住
の
条
件
に
つ
い
て
考

察
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
内
容
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

他
宗
派
に
対
し
て
相
対
的
多
数
を
占
め
る
武
蔵
国
の
新
義
真
言
宗
寺
院
の
数
は
、

そ
の
内
実
を
み
る
と
櫛
田
良
洪
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
宗
判
や
葬
祭

を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
門
徒
」
寺
院
が
多
数
を
占
め
て
い
た
。
明
星
院
配

下
寺
院
に
つ
い
て
も
同
様
の
実
態
で
あ
り
、
寛
延
三
年
時
点
に
お
け
る
「
門
徒
」
寺

院
の
割
合
は
七
〇
％
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、
近
世
中
期
以
降
に
顕
在
化
す
る
寺
院

の
無
住
化
に
つ
い
て
も
、
寺
格
に
よ
っ
て
大
き
な
差
異
が
み
ら
れ
、「
門
徒
」
寺
院

の
無
住
化
が
寺
院
全
体
の
無
住
化
率
を
押
し
上
げ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
寺
檀
制
度

の
内
側
に
あ
る
か
否
か
が
無
住
化
の
大
き
な
要
因
で
あ
り
、
そ
れ
に
照
応
す
る
寺
格
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も
住
持
の
止
住
に
必
要
な
寺
院
収
入
の
確
保
が
難
し
い
状
態
で
あ
り
、
寺
院
経
営
の
不

安
定
さ
に
起
因
し
た
対
処
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
２
）
朴
澤
直
秀
『
幕
藩
権
力
と
寺
檀
制
度
』（
二
〇
〇
四
年　

吉
川
弘
文
館
）
一
三
九
頁

（
３
）
明
星
院
は
、
武
蔵
国
足
立
郡
倉
田
村
（
現
埼
玉
県
桶
川
市
）
の
新
義
真
言
宗
寺
院
で

あ
り
、
山
城
国
御
室
仁
和
寺
末
で
あ
っ
た
。
史
料
は
埼
玉
県
立
文
書
館
に
寄
託
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
立
文
書
館
が
発
行
し
て
い
る
『
明
星
院
文
書

目
録
』
の
「
解
説
」
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
院
の
史
料
群
を
利
用
し
た
論
考
と
し

て
は
、
宇
高
良
哲
『
近
世
関
東
仏
教
教
団
史
の
研
究　

浄
土
宗
・
真
言
宗
・
天
台
宗
を

中
心
に
』
第
二
章
第
五
節
「
倉
田
明
星
院
祐
長
」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
本
章
で
は
、
以

下
に
明
星
院
の
古
文
書
群
を
引
用
す
る
際
、
埼
玉
県
立
文
書
館
が
作
成
し
た
目
録
の
史

料
整
理
番
号
を
示
す
。

（
４
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
近
世
の
新
義
真
言
宗
で
は
、
各
地
域
に
展
開
す
る
田
舎
本
寺
の

下
に
属
し
て
い
る
寺
院
に
つ
い
て
、「
末
寺
」
や
「
門
徒
」
と
い
っ
た
寺
格
が
存
在
す
る
。

近
世
宗
教
史
研
究
一
般
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
末
寺
と
、
新
義
真
言
宗
教
団
内
の
寺
格

と
し
て
の
「
末
寺
」
に
つ
い
て
、そ
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、本
論
で
は
「
配
下
寺
院
」（
以

下
括
弧
を
は
ず
す
）
と
い
う
呼
称
を
使
用
す
る
。
ま
た
近
世
新
義
真
言
宗
教
団
内
に
お

い
て
使
用
さ
れ
る
寺
格
と
し
て
の
「
末
寺
」
お
よ
び
「
門
徒
」
に
は
鉤
括
弧
を
付
す
。

（
５
）
村
田
安
穂
「
近
世
仏
教
の
地
域
的
展
開 

│ 

関
東
に
お
け
る
各
宗
派
の
動
向 

│ 

」（「
歴

史
公
論
」
第
一
一
巻
二
号
所
収　

一
九
八
五
年　

雄
山
閣
）

（
６
）
明
星
院
文
書　

文
書
番
号
一
三
九

（
７
）
残
り
の
三
ヶ
寺
に
つ
い
て
は
、
一
ヶ
寺
が
明
星
院
の
兼
帯
で
あ
り
、
残
り
二
ヶ
寺
は

明
星
院
が
兼
帯
す
る
寺
院
の
配
下
寺
院
と
な
っ
て
い
る
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
三
ヶ
寺
を

分
析
の
対
象
外
と
す
る
。

（
８
）
こ
の
文
書
に
は
「
滅
罪
檀
家
」
と
併
せ
て
「
息
災
檀
家
」
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
が
、

認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
本
論
で
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
課
題
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き

た
い
。
本
論
で
は
、
明
星
院
配
下
の
寺
院
に
関
し
、
そ
の
多
数
を
占
め
る
と
考
え
ら

れ
る
「
門
徒
」
寺
院
に
つ
い
て
、
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
時
期
に
無
住
化

が
進
行
す
る
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、そ
も
そ
も「
門
徒
」

寺
院
が
ど
の
よ
う
な
収
入
手
段
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
を
維
持
し
て
い
た
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
、史
料
的
制
約
か
ら
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
例
え
ば「
門
徒
」

寺
院
の
住
持
が
、
伊
勢
神
宮
や
高
野
山
、
関
東
で
言
え
ば
大
山
信
仰
な
ど
に
か
か
る

祈
禱
札
の
配
札
に
関
与
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
）
46
（

。
併
せ
て
そ
う
し
た
宗
教
活
動
に

よ
る
収
入
と
と
も
に
、
寺
院
経
営
の
両
軸
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
地
徳
収
に
つ
い
て

も
、
分
析
の
対
象
か
ら
外
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
論
で
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ご
く
表
面
的
な
現
象
面
の
み
で
あ
る
。
新
義
真
言
宗
教
団

に
属
す
る
「
門
徒
」
寺
院
が
ど
の
よ
う
な
経
済
基
盤
を
有
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
個
別
的
な
事
例
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て

あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

注（
１
）
朴
澤
直
秀
は
、
当
該
寺
院
を
一
定
期
間
を
定
め
て
無
住
と
し
、
そ
の
間
の
寺
院
収
入

を
堂
舎
の
再
建
な
ど
に
充
て
る
、
な
い
し
は
積
み
立
て
る
こ
と
を
村
役
人
や
檀
家
総
代

な
ど
か
ら
本
寺
な
ど
に
願
い
出
て
許
可
さ
れ
る
事
例
の
分
析
を
試
み
て
お
り
、
こ
う
し

た
契
約
を
「
無
住
契
約
」
と
呼
称
し
て
い
る
（
同
『
近
世
仏
教
の
制
度
と
情
報
』
四
九

頁
）。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
も
安
定
し
た
寺
院
経
営
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、こ
う
し
た
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
無
住
契
約
」
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に
お
け
る
新
義
真
言
宗
寺
院
に
占
め
る「
門
徒
」寺
院
の
割
合
は
、寺
格
の
昇
格
に
よ
り
、

近
世
を
通
じ
て
逓
減
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
は
、
本
節
第

三
項
お
い
て
後
述
す
る
。

（
18
）
日
暮
義
晃
「
新
義
真
言
宗
田
舎
本
寺
大
悲
願
寺
と
そ
の
門
末
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」

（「
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
」
第
二
〇
号
所
収　

二
〇
一
一
年
）

（
19
）
た
だ
し
一
条
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
は
一
九
ヶ
寺
が
一
冊
に
ま
と
め
て
記
載
さ
れ

て
い
る
。

（
20
）
明
星
院
文
書　

文
書
番
号
二
二
七

（
21
）
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
滅
罪
」
檀
家
、「
祈
願
」
檀
家
と
は
そ
れ
ぞ
れ
葬
祭
檀
家
、

祈
禱
檀
家
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）
前
掲
註
12
、
櫛
田
一
〇
一
五
頁

（
23
）
歴
史
人
口
学
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、
明
星
院
配
下
の
「
門
徒
」
寺
院
が
展
開
す

る
武
蔵
国
で
は
、
近
世
中
期
か
ら
後
期
の
時
期
に
お
い
て
数
％
か
ら
一
〇
％
程
度
の
人

口
変
動
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
速
水
融
『
歴
史
人
口
学
研
究
』　

二
〇
〇
九

年　

藤
原
書
店　

二
八
〜
三
〇
頁
）、
こ
れ
が
拙
稿
「
近
世
北
関
東
農
村
に
お
け
る
祈

祷
寺
院
経
営
」（
日
本
歴
史
学
会
編
「
日
本
歴
史
」
第
六
八
六
号
所
収　

二
〇
〇
五
年
）

で
の
べ
た
よ
う
に
、
小
作
人
の
減
少
か
ら
寺
院
の
地
徳
減
少
へ
と
つ
な
が
る
構
図
と
一

致
す
る
の
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

（
24
）
明
星
院
文
書　

文
書
番
号
一
四
一

（
25
）
こ
こ
で
い
う
「
看
住
」
と
は
、
櫛
田
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
た
だ
単
な
る
留
守

居
、
代
務
者
で
は
な
く
、
将
来
は
一
ヶ
寺
の
住
持
と
な
る
人
」（
前
掲
註
12
櫛
田
、

一
〇
五
九
頁
）
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
例
え
ば
明
星
院
の
文
書
群
に
は
以
下
の
よ
う

な
史
料
が
あ
る
（
明
星
院
文
書　

文
書
番
号
八
五
三
）。

　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

本
論
で
は
「
息
災
檀
家
」
を
「
祈
禱
檀
家
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
意
味
と
し
て
捉
え
る
。

（
９
）
な
お
、
明
星
院
文
書
の
寄
託
先
で
あ
る
埼
玉
県
立
文
書
館
で
は
、
同
院
文
書
の
目
録

化
に
伴
っ
て
執
筆
さ
れ
た「
解
題
部
」に
お
い
て
、こ
の
史
料
を
す
で
に
表
化
し
て
い
る
。

本
論
に
お
い
て
作
成
し
た
表
１
お
よ
び
表
２
は
、
こ
の
表
を
参
考
と
し
な
が
ら
原
本
を

確
認
し
、
補
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
10
）
檀
徳
の
み
で
寺
院
経
営
を
安
定
化
さ
せ
て
く
た
め
に
は
、
一
〇
〇
軒
か
ら
一
五
〇

軒
程
度
の
葬
祭
檀
家
数
が
必
要
と
な
る
こ
と
を
圭
室
文
雄
が
指
摘
し
て
い
る
（
圭

室
「
熊
本
藩
領
に
お
け
る
寺
院
の
実
態
」（
同
編
『
民
衆
宗
教
の
構
造
と
系
譜
』
所
収　

一
九
九
五
年　

雄
山
閣
出
版
）。

（
11
）
明
星
院
文
書　

文
書
番
号
一
三
八

（
12
）
明
星
院
が
「
田
舎
本
寺
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
の
に
対
し
、
仁
和
寺
は
法
流
を
軸
と
し

た
「
法
流
本
寺
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
配
下
寺
院
の
支
配
に
関
す
る
機
能
を
有
し
て
い

な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
櫛
田
良
洪
『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
一
九
六
四
年　

山
喜
房
仏
書
林　

一
〇
二
七
頁
）。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
仁
和
寺
宛
と
な
っ
て
い

る
こ
の
「
本
末
改
帳
」
に
関
し
、
そ
の
作
成
意
図
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
今
後
の
検
討
が

必
要
で
あ
る
。

（
13
）
前
掲
註
12
、
櫛
田
一
〇
一
一
頁
第
一
表
を
参
照
の
こ
と
。

（
14
）
前
掲
註
12
、
櫛
田
一
〇
一
五
頁

（
15
）
前
掲
註
12
、
櫛
田
一
〇
一
五
頁

（
16
）
坂
本
正
仁
「
新
義
真
言
宗
に
お
け
る
本
末
関
係
の
特
色
」（
智
山
勧
学
会
編
『
近
世

の
仏
教　

新
義
真
言
を
中
心
と
し
て
』
所
収　

二
〇
一
一
年　

青
史
出
版　

二
〇
一
頁
）

（
17
）
こ
の
理
由
と
し
て
は
、「
門
徒
」
寺
院
が
「
末
寺
」
寺
院
へ
と
の
昇
格
し
て
い
く
こ

と
が
そ
の
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
註
12
櫛
田
の
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
寺
格

の
昇
格
事
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
り
（
一
〇
一
五
〜
一
〇
二
一
頁
）、
武
蔵
国
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六

化
政
期
の
家
数
は
六
〇
軒
で
あ
っ
た
。
支
配
は
は
じ
め
忍
藩
領
、
の
ち
幕
領
を
経
て
旗

本
春
日
氏
の
知
行
で
あ
っ
た
（『
角
川
地
名
辞
典
』。

（
36
）
前
掲
註
１
、
朴
澤
五
八
頁

（
37
）
明
星
院
文
書　

文
書
番
号
七
七
八

（
38
）
村
高
は
「
元
禄
郷
帳
」
で
五
五
九
石
余
り
、
天
保
郷
帳
で
五
三
六
石
余
り
。
支
配
は

原
市
藩
領
、
幕
領
、
岩
槻
藩
領
、
幕
領
時
代
を
経
て
、
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
か
ら

川
越
藩
領
、
天
保
一
三
（
一
八
四
二
）
年
か
ら
幕
領
と
な
っ
た
（『
角
川
地
名
辞
典
』）。

（
39
）
こ
の
史
料
で
は
、
金
一
五
両
の
う
ち
八
両
を
隠
居
飯
米
代
、
八
両
を
遷
化
時
の
入
用

金
と
し
て
お
り
、
合
計
金
額
が
一
致
し
な
い
。

（
40
）「
寺
附
」
の
借
財
を
処
理
す
る
方
法
と
し
て
、
朴
澤
直
秀
は
「
檀
家
組
組
織
で
負
担

す
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
先
住
が
負
担
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
後
住
の

持
参
金
を
返
済
に
充
て
る
か
、
あ
る
い
は
寺
院
の
経
常
収
入
や
資
産
の
売
却
益
を
返
済

に
充
て
る
か
、
と
い
う
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
」
と
報
告
し
て
い
る
（
前
掲
註
１
、
朴

澤
五
八
頁
）。

（
41
）
明
星
院
文
書　

文
書
番
号
六
七
二
│

一

（
42
）
中
山
道
の
宿
場
町
と
し
て
発
展
し
、
村
高
は
「
元
禄
郷
帳
」
で
六
七
七
石
余
り
、「
天

保
郷
帳
」
で
七
二
二
石
余
り
。
化
政
期
の
家
数
は
二
五
〇
軒
余
り
で
、
支
配
は
は
じ
め

旗
本
西
尾
氏
領
、
の
ち
幕
領
を
経
て
寛
永
一
六
（
一
六
二
四
）
年
か
ら
忍
藩
領
と
な
っ

た
（『
角
川
地
名
辞
典
』）。

（
43
）『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
12
巻
（
二
〇
〇
一
年　

小
学
館
）
の
「
無
常
」
の

項
目
を
参
照
の
こ
と
。

（
44
）
明
星
院
文
書　

文
書
番
号
八
一
八

（
45
）
村
高
は
「
元
禄
郷
帳
」
で
三
一
九
石
余
り
、「
天
保
郷
帳
」
で
四
五
三
石
余
り

で
、
化
政
期
の
家
数
は
四
〇
軒
。
支
配
は
は
じ
め
岩
槻
藩
領
で
あ
っ
た
が
、
宝
暦
六

一　

此
度
西
福
寺
住
職
之
義
、
唯
今
迄
看
主
仕
候
義
吽
法
印
住
職　

被
仰
付
被
下
候
様
、

旦
中
一
同
奉
願
上
候
、
右
之
通
被　

仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
以
上

武
州
埼
玉
郡
平
野
村　

旦
中
惣
代　
　
　

惣
兵
衛　

㊞

 

寛
政
元
年
酉
年
極
月
廿
四
日 

組
頭　
　
　
　
　

七　

内　

㊞

 

名
主　

源
井
七
郎
右
衛
門　

㊞

 

　

明
星
院
様
御
役
僧
中

 

　

こ
の
史
料
で
は
、「
看
主
」
で
あ
っ
た
「
吽
法
」
が
「
住
職
」
に
な
る
こ
と
を
願
い

出
て
お
り
、こ
う
し
た
点
か
ら
本
論
で
は
、「
看
住
」
と
「
留
守
居
」
を
区
分
し
、「
看
住
」

に
つ
い
て
は
実
質
上
の
住
持
と
し
て
扱
う
。

（
26
）
前
掲
註
12
、
櫛
田

（
27
）
前
掲
註
18
、
日
暮

（
28
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、他
宗
派
に
つ
い
て
も
同
様
の
視
点
か
ら
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

（
29
）
前
掲
註
１
、
朴
澤
五
六
頁

（
30
）
明
星
院
文
書　

文
書
番
号
七
八
九

（
31
）
元
禄
一
一
（
一
六
九
八
）
年
に
閏
戸
村
が
六
ヶ
村
に
分
立
し
た
際
に
成
立
し
、
村

高
は
「
元
禄
郷
帳
」
で
四
三
二
石
余
り
、「
天
保
郷
帳
」
で
四
一
五
石
余
り
。
化
政
期

の
家
数
は
七
〇
軒
程
度
で
あ
っ
た
。
支
配
は
は
じ
め
、
幕
領
と
米
津
氏
ら
の
相
給
、
文

政
年
間
に
は
や
は
り
米
津
氏
ら
の
四
相
給
で
あ
っ
た
（『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
11　

埼
玉
県　

一
九
八
三
年　

角
川
書
店　

以
下
『
角
川
地
名
辞
典
』
と
略
す
）。

（
32
）
前
掲
註
１
、
朴
澤
五
五
〜
五
九
頁

（
33
）
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
借
財
を
「
寺
附
」
の
借
財
と
呼
ん
で
お
く
。

（
34
）
明
星
院
文
書　

文
書
番
号
七
八
五

（
35
）
正
式
に
は
足
立
郡
小
針
内
宿
村
。
寛
文
検
地
に
際
し
て
小
針
新
宿
村
と
分
村
し
て

成
立
。
村
高
は
「
元
禄
郷
帳
」
で
五
八
七
石
余
り
、「
天
保
郷
帳
」
で
五
九
一
石
余
り
。
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二
十
七

（
一
七
五
六
）
年
か
ら
は
幕
領
と
な
っ
た
（『
角
川
地
名
辞
典
』）。

（
46
）
例
え
ば
山
本
世
紀
は
、近
世
上
野
国
に
お
い
て
高
野
山
真
言
宗
の
使
僧
が
回
檀
を
し
、

配
札
や
高
野
山
へ
の
登
山
を
勧
誘
し
て
い
た
様
子
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る（
山
本「
近

世
中
・
後
期
高
野
山
聖
方
の
檀
廻
と
民
衆
（
一
）　

圭
室
文
雄
編
『
日
本
人
の
宗
教
と

庶
民
信
仰
』
所
収　

二
〇
〇
六
年　

吉
川
弘
文
館
）。

【
付
記
】

　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
、
埼
玉
県
立
文
書
館
の
職
員
の
方
々
に
は
、
史
料
閲
覧
に

つ
い
て
の
御
高
配
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
論
文
投
稿
時
の
査
読
に
あ
た
っ
て
、
匿

名
の
レ
フ
リ
ー
の
方
か
ら
適
切
な
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
特
記
し
て
御
礼

申
し
上
げ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
受
付

　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
三
日
受
理

た
な
か

　
よ
う
へ
い
：
淑
徳
大
学

　
人
文
学
部

　
助
教


